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◎開議の宣告

〇黒田重利議長 これより本日の会議を開きます。

〔午前１０時０２分 開議〕

◎一般質問

〇黒田重利議長 日程第１、一般質問を行います。

順次発言を許します。

◇ 新 村 貴 紀 議 員

〇黒田重利議長 ４番、新村貴紀議員。

〔４番 新村貴紀議員登壇〕

〇４番 新村貴紀議員 ただいま発信させていただきました。あと横のモニターに映させていただい

ております。

現在、急激な物価高騰の中、金子町長の英断により、給食費第２子までの無料化を本年９月より

実施したことは、子育て世代へ経済的に大きな助けとなりました。町民の方、子育て世代の方、第

２子まで無料化にしていただいたということをかなり感謝しております。ですが、小学生、中学生

までの支援はあるのですが、高校生、大学生、専門学校生と、そこの部分がまだ手当が少ない状態

です。

そこで、高校生及び大学生の子育て支援の中で、邑楽町に関しまして、ここには高校、大学がな

いという状態で、皆さん通学に対しましては、電車を使っているというのがほとんどだと思われま

す。そこで、こちらの公共交通に関しまして、群馬県富岡市では定期代の補助を行っています。定

期代の補助といいましても、上信電鉄道を利用するという条件で行っています。その趣旨といたし

ましては、鉄道の利用を促進するということです。我が邑楽町でも小泉線がありまして、なかなか

小泉線の搭乗客が増えないという状況で、東武路線の中では赤字路線ということで、少しでも搭乗

者数を増やして支援するということと子育て世帯、こちら出させていただいているのですけれども、

本中野、太田といたしまして１か月定期、上のほうは伊勢崎線を使うということで、同じルートで

発着、到着同じなのですけれども、ルートが違うだけで値段が違うということですけれども、ほぼ

下の東武小泉線を利用するということが太田方面はほとんどだと思います。そうしますと3,920円、

続きまして館林ですと、2,850円１か月かかります。

この定期代を補助してあげることによって、今保護者の方では館林市、太田市まで車で乗せてい

くという方もいらっしゃいますけれども、そういう方々も定期代、その分長距離になりますから、

これよりは実際は安くなると思います。また、太田市の高校等、私立高校に関しましては、常磐高
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校とかこちらに無料送迎をしていますが、県立高校に関してはそういうことはやっておりませんの

で、県立高校に対してもこういう定期券の補助をするということに関しましては、かなりの負担軽

減になると思っております。

そこで、担当課長にお聞きします。このようなことに関しまして、課長としてはどのような意見

があるか教えていただきたいのですが。学校教育課長、お願いします。

〇黒田重利議長 松﨑学校教育課長。

〔松﨑澄子学校教育課長登壇〕

〇松﨑澄子学校教育課長 お答えいたします。

現在町が実施しております高校生以上への就学支援は２つございます。１つ目は、経済的な理由

によって高等学校等に就学することが困難な生徒の保護者に対しまして、保護者からの申請に基づ

き就学援助費を支給するものでございます。支給額は、在学生徒１人につきまして月額２万円で、

学用品費、通学費、校外活動費、その他の高等学校等の就学に要する経費に充てることを目的とし

て支給する援助金でございます。この就学援助金では、通学費への援助も目的に含んでおりますが、

現在の町の取組には通学支援に特化したものはございません。

２つ目は、進学の意欲を有する者で経済的な理由により就学困難な者に対しまして、入学準備金、

または奨学金の貸付けを行うものでございます。申請受付後に貸付資格の審査を経まして、いずれ

も無利子での貸付けとなります。入学準備金の貸付額は、高等学校等が20万円以内、大学等が50万

円以内でして、学資として貸し付ける奨学金の貸付額は一月につきまして５万円以内の額となって

おります。以上が町の取組でございます。

県内では、22の市町村において通学支援の取組がございまして、取組の目的としましては、遠距

離通学への対応、鉄道の存続への支援、移住定住の促進などが見受けられます。22市町村のうち、

高校生以上を対象としているのは９市町村でございます。

公共交通における学生の定期券では、既に学生割引の適用がございます。町においても、一部に

通学費の援助が含まれております。このような点も踏まえまして、邑楽町での通学支援への取組を

検討する場合には、目的が子育て支援なのか、移住定住の促進なのか、東武小泉線や公共バスとの

関係をどう整理するかなど、関連の部署とつながっての調査研究が必要であると考えます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 新村貴紀議員。

〇４番 新村貴紀議員 学校教育課長、ご説明いただきありがとうございました。私もいろいろな市

町村のを聞いてみました。確かにいろいろなことがまたがることになります。子育て支援もありま

すし、町の鉄道の活性化とか多岐にわたりますが、これら全ての話聞きますと、22市町村やられて

いますが、全てマイナスになるという話ではないということはお伺いしております。

また、今不況ということで、かなり私の知人も大学で講師をやっておりまして、埼玉県のほうの
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大学の講師ですけれども、多摩地域から電車で来ているということで、今はやはりアパートを借り

るよりも電車通勤のほうがいいと。もう一つ、他の地域の役場の方に聞いたのですけれども、目的

として、やはりこちらもそうなのですけれども、都市部とか、あと県庁所在地に大学とか専門学校

等が全部ありまして、そうしてしまいますと、アパートを借りると確かに敷金、礼金、実際大学が

終わったときに今度は解約金とかいろいろお金が取られるということで、アパートを一回借りてし

まうとなかなか地元に戻らない。ただ、通勤可能な場所であれば、その解約というのがないので、

結局費用というものは、アパート等はお金出してくれませんが、補助出してくれる会社もあります

けれども、定期券は通常無償で発行するというのがほとんどの企業です。企業はほとんどそういう

形を取っていますので、会社の福利として。そうすれば、定期券で通うということで、その町、市

に定住していただけるということで人口流出を防げると、将来的にはその土地で家族を持って永住

していただくということで。調べましたら、大体定期券の20％、上限月2,000円というところがほ

とんどでして、将来を考えていくと、子どもたちの移住、今人口がどんどん、どんどん減っていま

す。今、国もいろいろな対策をしていますが、なかなか増えない。成人になるまでも、大学をスト

レートで終わって22歳から社会人になるといっても22年かかります。大体家族を持って家を建てる

となると30代になりますので、30年かかるという計算になります。そうしますと、それまでの手当

てを今からやっておかないと、結局人口がどんどん、どんどん、ここ都市部に近いですけれども、

流出してしまうということで、今食い止めるためにも、22市町村がやっていることと同じことをや

るべきではないかと思います。町長、この件についてご意見をお伺いしたいのですが。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 いわゆる任意教育であります高校、大学の勉強をされている方が大変多くおられる

わけですけれども、特に高校ということで考えていけば、電車で通学されている方についての通学

費というのは、その地域によって上下はありますけれども、会社のほうでもちょっと試算をしてみ

ますと約62％、一般の通勤、通学費に対して定期券ということになりますと、約６割ぐらいの軽減

をされての定期券が発行されているのかなというふうに思っているわけですが、それらも含めて、

やはり電車で通学されている方、また邑楽町ということで言えば自転車で通学されている方等々、

その通学方法はいろいろあるだろうというふうに思っています。

そういったことを考えると、先ほど公共交通の利用促進ということを考えれば、これはまた違っ

た意味での必要性というのはあるかなと思いますけれども、通学をするということで考えていきま

すと、そういった通学方法がそれぞれあるということを考えたときに、果たして電車通学の方に対

しての費用負担というのは必要性があるかどうかということもトータル的に、総合的に考えていく

必要があるのではないかというふうに思っております。

先ほど議員のほうからのご質問の中では、県内でもいわゆる公共交通の利用促進ということも含
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めて、該当する市では20％、2,000円を限度に補助しているというようなところもあるようですが、

この通学費の補助ということについては、先ほど申し上げましたけれども、そういった総合的に考

えていく上での検討ということになるのではないかというふうに思っておりまして、現段階ではそ

の補助をするかしないかということについては、十分研究が必要だというふうに思っております。

〇黒田重利議長 新村貴紀議員。

〇４番 新村貴紀議員 町長、ご回答ありがとうございます。予算もかかることですし、多分統計調

査とかいろいろやらないと、なかなか人数も把握できないので、予算規模が確かにどれぐらいにな

るかというのは、これから調査しないと分かっていかない。それの費用対効果、そこもちゃんと今

後検討されて、答えを出していただければと思います。よろしくお願いいたします。

引き続き、社会福祉協議会へのガソリン補助について質問させていただきます。今モニター映し

ていなかったので、モニター映しました。現在、急激な円高や物価高騰が続いております。その中

でもガソリンについては急激に上がっており、町民の生活を逼迫し続けています。なぜなら、邑楽

町は車がないと生活に大変不便な町でもあります。その中で、社会福祉協議会も相談、訪問に欠か

せない移動手段であり、ガソリン代の捻出のために大変苦労しているとお聞きしております。福祉

に対しては緊急性の高い場合もあり、邑楽町としても何らかのガソリン代手当をしなければならな

いと思います。ただ、社会福祉協議会といっても、町民の方でどういうような活動をしているかと

いうのを分からない方も多いと思いますので、社会福祉協議会の町の役割につきまして、福祉介護

課長よりご説明をお願いいたします。

〇黒田重利議長 金子福祉介護課長。

〔金子佐知枝福祉介護課長登壇〕

〇金子佐知枝福祉介護課長 お答えいたします。

邑楽町社会福祉協議会は、町における社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関

する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として活動を行っております。具体的

には、失業等様々な理由で貧困状態のある方の支援を行う生活困窮者自立支援事業、低所得世帯や

障害者世帯で生活上の支援が必要な方に資金の貸付けを行う生活福祉資金及び小口生活資金貸付、

車椅子や介護用ベッドなどの福祉用具の貸し出し、在宅のひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦世帯

の見守りを目的とする見守り配食事業などを行っております。

ボランティアグループ、老人クラブ連合会、心身障がい児者療育父母の会、遺族会、保護司会、

更生保護女性会など、各種団体の事務局も担っております。また、指定管理者として町と管理に関

する協定を締結している福祉センター寿荘、高齢者活力センター、地域活動支援センターの管理業

務も行っております。その他、福祉全般に関する相談や介護福祉サービス、障害福祉サービスの提

供を行っております。

雑ぱくではございますが、以上が社会福祉協議会の主な業務の内容でございます。
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〇黒田重利議長 新村貴紀議員。

〇４番 新村貴紀議員 福祉介護課長、ありがとうございます。社会福祉協議会について、どういう

活動をしているかということがよく理解できました。

その中で、今現在車両の稼働状況をご説明いただきたいのですが、福祉介護課長、よろしくお願

いします。

〇黒田重利議長 金子福祉介護課長。

〔金子佐知枝福祉介護課長登壇〕

〇金子佐知枝福祉介護課長 お答えいたします。

現在社会福祉協議会で所有している車両の台数は29台で、令和５年４月から７月の稼働率は80％

でございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 新村貴紀議員。

〇４番 新村貴紀議員 ありがとうございました。

今80％ということですが、なぜその台数しか稼働していないのかについて教えていただけないで

しょうか。

〇黒田重利議長 金子福祉介護課長。

〔金子佐知枝福祉介護課長登壇〕

〇金子佐知枝福祉介護課長 お答えいたします。

各種事業ごとに適正で必要な車両を使用しておりますが、貨物用の大型車両や移動入浴車等、こ

ちらのほうもございますので、稼働率は100％となっておりません。また、稼働率の高い車両につ

いては、燃料費の高騰に伴い効率よく車両を使用し、費用削減に努めているとのことでございます。

現状、町民の皆さんに対して福祉サービスを低下させるような車両の稼働制限は行っておらず、

職員が効率的に車両を使用する工夫を行っているものでございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 新村貴紀議員。

〇４番 新村貴紀議員 ありがとうございました。なかなか社会福祉協議会の皆様も工夫して行って

いることは理解できました。その中で効率よくということになるとなかなか、ガソリンでよく言う

のはエアコン、そんなに影響はないと思うのですけれども、そういうところの温度を調整したりい

ろいろして、今年はすごい37度とか、もう40度近い温度の中で大変苦労なさっていると思います。

こちらにガソリンの価格帯を出させていただいているのですけれども、補助があることで今現在

184円台、でも今年の１月では168円台と20円近く高騰しております。その中で社会福祉協議会、い

ろいろな緊急性もあると思います。ガソリン代175円台にすると政府は言っていますが、なかなか

そこもまだできないような状態でもありますし、今後高騰していくと思います。175円台でもかな
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り高くて、今何とかやりくりしているのでしょうけれども、どんどんきつい状態になっていくと思

います。

その中で、邑楽町としてガソリン代につきまして、月数万円単位でもよいと思います。何らかの

手当てをしていただけないでしょうか。金子町長、よろしくお願いします。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 町のほうから社会福祉協議会については、これ年間ですが、社会福祉協議会で事業

を実施している総額の50％、令和５年度予算でいきますと1,635万5,000円ほどの補助金という形で

支出をしております。

これは、全体的な仕事の運営ということでもありますので、しかし、今議員のお尋ねは、特にガ

ソリンということの燃料費の問題ですが、実は６月の補正予算のときに、いわゆる物価高騰に合わ

せたところの補助金ということで、たまたま社会福祉協議会には事業を５事業、５サービスを行っ

ています。具体的には、居宅の介護支援、それから訪問入浴介護、それから訪問介護、通所介護、

そして障害者福祉でのサービス、いわゆる地域生活支援センターですけれども、この５サービス事

業に対して、１事業所当たり６万円の補正という形で議決をいただいております。総計で約30万円

ほどの物価高騰対策に対しての支援ということも、これは行っているところでもありまして、これ

はガソリンについては、特に最近では産油国のほうでの産油抑制ということで、今後どれほど上が

っていくかということの懸念されたニュースも流れているところでもあります。したがって、町と

しての社会福祉協議会で行っている事業に対してのガソリンということだけでなく、いわゆる学校

等支援ということでは現在行っておりますので、これからどんな形で変わるか分かりませんけれど

も、社会福祉サービスが停滞しては困りますので、これは社会福祉協議会のほうと協議の中で、十

分な福祉サービスが行っていただけるような環境はつくっていかなければいけないのかなと、現状

では既にそういった形で進めさせていただいているところはご理解いただきたいと、こんなふうに

思います。

〇黒田重利議長 新村貴紀議員。

〇４番 新村貴紀議員 町長、ありがとうございました。確かにいろいろな手当を６月にしていただ

けているということですけれども、先ほどお話ししたとおり、社会福祉協議会はやはり介護とかあ

りますので、自動車が一番主体で動かすということになっておりまして、特に今の物価高騰の中で

も、ガソリンに関しましてはかなり高騰している状態です。６月に補正いただいたときに比べても

かなり上がっているという状態で、私から見ても異常に上がっている、その中で日本政府、岸田政

権は、トリガー条項というのがありまして、そこの一部の税金を、ある程度値段上がったらば免除

するというのがありましたけれども、東日本大震災のときに財源がなくなるということで一時凍結

しております。国民の方もかなり要望が出ている中で、なかなかそれを発動はしないという状況の
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中で、多分その補助の部分もかなりガソリン代で取られてしまっているのではないかなとは思いま

す。

今後、町長のおっしゃるとおりいつまでこの高騰が続くか分かりませんので、随時社会福祉協議

会と話していただいて、必要な分に関しては、これ生命等に関わる問題もかなり大きいと思われま

す。相談していただいて、補正が必要であればかけていただければと思います。ありがとうござい

ます。

引き続きまして、今後の邑楽町の未来づくりについて質問させていただきます。現在日本国内、

物価高騰、インフレにより急激に町民の生活はどんどん苦しくなっています。その中でも、明和町

のコストコは最低賃金を1,500円に設定しており、私も会員になり店内の様子を確認させていただ

きましたが、60歳以上の方がすごく明るく、1,500円というのはここら辺では非常に高い賃金です

から、楽しく仕事されているのをお見受けしました。現在、最低賃金1,000円となりましたが、群

馬県はまだまだ低い状態が続いております。平均ということで、群馬県は1,000円以下という形に、

残念ながら邑楽郡も群馬県に入っておりまして、ちょっと栃木県、茨城県、埼玉県よりも時間給が、

最低賃金が少ない中です。

インフレにより、町民の支出が増えております。その中で町として、今回コストコを出させてい

ただきましたが、明和町の冨塚町長、町民のため、町民の暮らしを安定させるため、豊かにするた

めにコストコの勧誘も行っていただいております。また駅前には、なかなか今小児科自体が成り手

の先生がいないという中で、駅前の病院でも小児科の先生を誘致して、ちゃんと小児科をやってい

るということで、町の発展をどんどん、どんどん行っております。千代田町の高橋町長も、ふるさ

と納税やいろいろな形、また福祉に関しましても福祉タクシー券をあげるとか、あとはその中で買

物券も入れるなどしております。大泉町の村山町長も、積極的に企業誘致等を行っているというこ

とで、ほかの町長、町と福祉にいろいろお金使っていますが、その分トップセールス等を行って、

町の財政が豊かになるようにということで企業誘致とかをいろいろやられています。

金子町長にお伺いします。金子町長として、今後邑楽町を発展させるためにどのようなことをお

考えになっているか、お答えしていただけないでしょうか。これに関しまして、是非に関しては私

発言しません。今回インターネットで町民の皆さんも見ていると思います。これに対して、本当に

すばらしい意見だと町民の人が思えばよろしいと思います。また、その反対の意見もあると思いま

す。それを踏まえて、町長、お答えしていただけないでしょうか。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 今議員のほうから、それぞれの町、自治体についての積極的なまちづくりのご意見

をいただきました。これは、どの自治体でも自分のところといいますか、我が町はこうあるべきだ

というような考え方の上に立って事業を進めているということでもありますので、具体的な例とし
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て示されました。

さて、そういった近隣の町に対して、邑楽町のまちづくりをどのように考えているかというお尋

ねですけれども、私は、今町には第六次の総合計画があります。今、後期計画の３年目に入ってい

るところですが、これは令和７年の最終的な目標というのは、ご案内のように「やさしさと活気の

調和した 夢あふれるまち“おうら”」ということが最終の目標ということになっておりますが、

さて、それを成し遂げるにはということになるわけです。

この計画の中では、いわゆる２つの大きな目標値、１つは今言われた産業振興の部分も大きく入

っておりますし、また子育て環境の整備ということが大きな柱になっているわけです。それを具体

的に置き換えたときに、３点ほどの重要政策もあるわけですが、それをちょっと申し上げますと、

高齢者福祉の問題、それから危機管理体制の強化、教育と文化の向上をということが３点あるわけ

です。もちろんこういった目標を達成するためには、主に多くは2030年度を目標とした、いわゆる

ＳＤＧｓというのですか、持続可能なまちづくりをいかに進めていくかということが43項目ほどあ

るわけですけれども、こういった項目を一つ一つなし得ることによって、この総合計画も達成でき

るのではないかというふうに思っております。したがって、それを成し遂げるために、今一つの自

治体のご意見もありましたが、会社が来ました、小児関係の医療関係も充実しましたということは

ありますが、私のほうの町でも十分そういったことについては、特に私申し上げたいのは、教育と

文化のまちづくりということで、さきの質問でも議員のほうからありましたが、町長は町長の施策

として何が一番、いわゆる視察が来た、そういった状況がありましたかという質問がありましたが、

中央公民館に今邑の森ホールがあります。土曜、日曜はほぼ満員で利用していただいています。こ

れは、私は町民の皆さんが、あるいは地域の皆さんが自らの文化活動を高めるために利用している

ということでもあります。しかし、こういう問題は大きく皆さんに評価をされているのでしょうけ

れども、なかなか見えないというか、そういう部分もあると思います。したがって、私はそういっ

たことも大事な、言ってみれば環境を大事にしていく、そういったまちづくりもこれからは特に必

要ではないかと思っております。もちろん産業振興も大事なことですし、そしてそれらをなし得る

ための努力はしていかなければなりませんが、やはり町民の皆さんが安心して生活ができるような

環境整備、私はこれから環境問題は大きく重要な問題として取り上げていかなければならない問題

だというふうに思っていますので、これを評価をしていただける方もおられるでしょうし、なかな

かそうでない方もおられるかもしれません。しかし、何といっても持続可能な町をいかに、安心し

て町民の皆さんが生活できるような環境整備をしていくことも大きな、進めていく上での努力を傾

注していかなければならないのではないかと、こんなふうに思っておりますので、こういったこと

は即効果としては見えないかもしれませんけれども、将来にわたって、私は必ずそういったことが

認められるといいますか、住んでよかったというようなことにもつながるのではないかと思ってお

ります。



- 50 -

一つ具体的なお話ししますと、昨年邑楽町が町としての幸福度、これは民間会社のアンケートで

出た町民の皆さんの結果ですけれども、町の幸福度は昨年は１位、今年も１位になりましたという

ような報道がありました。それから、住んでよかったというようなまちづくりについても、昨年は

北関東一ということでしたけれども、今年は残念ながら２位になってしまいましたが、しかしそう

いった一つの報告といいますか、報道を見たときには、やはりそういった問題が少しずつ理解をさ

れた結果ではないかというふうに思っておりますので、私はできるだけそういった環境づくりには

努めていきたいと。こんなに緑の多い、この町役場に訪問される方が必ず最初に出る言葉が、本当

にすばらしいところですと、環境もいいし、実にいいところですねという評価もいただいておりま

すから、これに甘んじることなく、今後努力をしてまちづくりに努めていきたいと、こんなふうに

思っておりますので、よろしくご理解を賜りたいと、こんなふうに思います。

〇黒田重利議長 新村貴紀議員。

〇４番 新村貴紀議員 町長、ありがとうございました。

私の質問、今回これで終わらせていただきます。

〇黒田重利議長 暫時休憩いたします。

〔午前１０時４６分 休憩〕

〇黒田重利議長 休憩前に引き続き一般質問を行います。

〔午前１１時０４分 再開〕

◇ 神 山 均 議 員

〇黒田重利議長 ５番、神山均議員。

〔５番 神山 均議員登壇〕

〇５番 神山 均議員 議席番号５番、神山均でございます。通告に従いまして一般質問をさせてい

ただきます。

教育・子育て支援についてお伺いをいたします。小中学校や保育園、幼稚園等の防犯カメラの設

置状況についてお尋ねをいたします。まず、保育園、幼稚園等の防犯カメラを設置した年度や台数、

そして監視方式、モニターの場合はその設置場所、録画方式について、保育園、幼稚園、そしてこ

ども園別に教えてください。

〇黒田重利議長 中繁子ども支援課長。

〔中繁正浩子ども支援課長登壇〕

〇中繁正浩子ども支援課長 お答えをいたします。

南保育園と中央保育園では、平成26年度にそれぞれ３台を設置しております。中野幼稚園と長柄

幼稚園でも平成26年度にそれぞれ３台を設置しております。おうらこども園につきましては、設置
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当時は旧高島幼稚園と旧北保育園でしたが、旧の高島幼稚園では平成26年度に、旧の北保育園では

平成27年度にそれぞれ３台を設置しておりますので、合計６台ということになります。

カメラで撮影された映像については、各園の職員室にありますカラーモニターに映し出され、監

視することができます。その映像については、それぞれのハードディスクレコーダーに録画をされ

ます。

以上です。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 それでは、続きまして小中学校の防犯カメラの設置についても同様に、小学

校、中学校別に教えてください。

〇黒田重利議長 松﨑学校教育課長。

〔松﨑澄子学校教育課長登壇〕

〇松﨑澄子学校教育課長 お答えいたします。

小学校、中学校ともに６校ありますが、全ての学校につきまして、平成25年度に各校３台ずつの

防犯カメラを設置いたしております。

モニターにつきましては、全校とも職員室に設置されたモニターによる監視方式となっておりま

す。録画の方式はハードディスクレコーダーによります。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 若干その後追加とか増設があったかと思いますが、大体各園、各校とも３、

４台と設置当初とあまり変わらないというような状況のようです。

そして、カメラの運用に当たってですが、まずは基本的なことでは機器のスイッチが常に入って

いるか、そして動作確認を含む定期的な点検を実施しているかだと思うのです。そういう面をきち

んとお願いをしたいと思います。

また、防犯カメラ作動中の表示も、抑止力を増大させるには非常に有効だと言われております。

これまで、全国の小学校等での事件の報道を幾度となく目にしております。ある事件を経験した教

諭は、不審者が学校に入り刃物を振り回すという事態を自分ごととして捉えていなかった。別の教

諭は、事件の前までは教育をどうするかばかりを考えてきた。だが、子どもの命を預かっていると

いう当たり前の意識が事件で根底から揺らいだ。教育に関わっている以上、その意識がいつも問わ

れているという新聞記事を読んだことがあります。学校施設での教育者の危機管理意識はもちろん

のこと、安全安心な施設管理の重要性は言うまでもありません。

ここで、町長にお伺いいたします。小学校、保育園、幼稚園等の防犯カメラの増設、さらに警備

体制の強化が必要だと思いませんか。カメラの増設と同時に警備員の配置をお願いいたします。ま

ずは、幼いお子さんをお預かりしている保育園、幼稚園等、そして続いて小中学校へ配置し、少し
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でも保護者の方に安心してもらえるよう警備強化が必要だと思います。予算が、人員確保が難しい

ではなく、町には安全安心まちづくり推進条例もあります。ぜひ実現してほしいと思います。町長

の見解をお願いいたします。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 カメラの設置、それから警備員の配置ということでの考えということになるかと思

いますが、私は、カメラはもちろん設置されることによって、防犯に対しての抑止力というのは十

分働くだろうというふうに思います。

また、警備員の話についても、今のところ大きな犯罪被害がないからということではありません

けれども、それぞれの施設において十分日常の管理体制は取られていると、そんなふうに思ってお

ります。したがって、預かる者の責任者としては、常日頃からそういうことについてきちんと位置

づけ、危機管理体制を持っているというふうに私は思っておりますので、今ご質問の中で、今以上

にその必要性があるのではないかというお尋ねですが、特にそういった問題もないからということ

ではありませんけれども、十分対応している職員のほうで、そういった問題が起きないような形で

日常業務を行っていただいているのではないかと思います。

小学校、中学校で言えば、子どもたちが、児童が学校へ登校した場合には、それが終われば門扉

もきちんと開閉をしておりますし、ですからこれは時に忘れて犯罪が起きたと、これは困るわけで

すけれども、まさに日常的にそういったことを、危機管理体制を取っていくということであれば、

私は未然に防止といいますか、そういった環境づくりはこれからも必要だというふうに思っており

ますから、現段階で防犯カメラの設置、それから警備員の配置ということは十分現場の状況も聞い

た中で、これは必要性があれば当然問題意識として上がってくるわけですから、その時点では十分

考えていく必要はあるかなと、こんなふうに思っております。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 ただいまの回答ですと、大変消極的な回答でしたけれども、ぜひ今後現場の

意見等も聞いていただいて、何とか前向きに考えていただきたいというふうに思います。

それでは、次に小中学校や保育園、幼稚園等の会計年度任用職員についてお伺いします。会計年

度任用職員に関する一般質問というのは、この１年間においても身分保障や専門職の人材確保など

について議論が行われているということは承知をしております。

まずは基本的なことからお尋ねします。保育園、幼稚園等の本年度の会計年度任用等の職員数、

委託業者からの人数も併せて教えてください。そして、会計年度任用職員等についても簡単に説明

をお願いいたします。

〇黒田重利議長 中繁子ども支援課長。

〔中繁正浩子ども支援課長登壇〕
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〇中繁正浩子ども支援課長 お答えをいたします。

会計年度任用職員につきましては、地方公務員法の規定によりまして位置づけられた職員であり、

一会計年度内で任用される職員となってございます。子ども支援課の事務室を含め、所管する全て

の施設に勤務する職員は、令和５年度当初で正規職員を含めて総計179人でございました。そのう

ち、幼稚園、保育園、こども園に勤務をする会計年度任用職員は76人でございます。派遣委託によ

る職員は27人でございました。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 それでは、小中学校の本年度任用等の職員数を教えてください。

〇黒田重利議長 松﨑学校教育課長。

〔松﨑澄子学校教育課長登壇〕

〇松﨑澄子学校教育課長 お答えいたします。

学校教育課に所属する令和５年度の会計年度任用職員数ですが、学校のほか学校給食センターや

教育相談室、学校教育課の執務室も含めまして合計ですと76人です。そのうち、小中学校に配置さ

れている会計年度任用職員は48人になります。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 それでは、保育園、幼稚園等で正規職員、会計年度任用職員、そして委託業

者からの職員が勤務しているということですが、その中で課題等があれば教えていただけますか。

〇黒田重利議長 中繁子ども支援課長。

〔中繁正浩子ども支援課長登壇〕

〇中繁正浩子ども支援課長 お答えをいたします。

課題ということでございますが、年度当初はもちろんなのですけれども、年度途中においても急

に職員数に変動が生じた場合など、欠員の補充をすることが難しいことが挙げられます。

以上です。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 どうもありがとうございました。課題などについても各園の現場に行ってい

ただくと、またそういう面で違った形で課題等が見つかるのかなというふうに思います。

それでは、総務課長のほうにお伺いいたします。会計年度任用職員は、月給と時給の方がいると

聞いています。年度を越えた継続的な勤務が保障されていないなどの不安要素があります。特に保

育園や幼稚園等の専門職の方は、ご苦労が多いというふうに思います。月給の方には、勤続３年目

までは昇給制度があるようですが、なかなか職員を募集しても厳しい状況が続いているというよう

なことです。今回の９月補正予算でも、その実情がうかがえます。町の保育園、幼稚園等で働きた
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いと思ってもらえる環境づくり、重要ではないでしょうか。来年度も働きたい、邑楽町の子どもた

ちが大好きなのですと思っている職員もたくさんいらっしゃるのかなというふうに思います。

今朝の新聞ですが、群馬労働局は本県の2023年度の最低賃金を40円引き上げて935円とすること

を決め、官報に公示したというような記事がありました。先ほどちょっと新村議員のほうからもお

っしゃっていましたが、栃木県は954円なのです。茨城県は953円、群馬県というのは関東１都６県

で一番低いといっても、少し間の差がある低いというような状況のようです。

来年度において、時給や月給の改善はもちろんのこと、４年目以降勤続年数に応じて昇給できる

制度というものを実現していただけないかと思いますが、ご回答お願いいたします。

〇黒田重利議長 松崎総務課長。

〔松崎嘉雄総務課長登壇〕

〇松崎嘉雄総務課長 お答えします。

幼稚園、保育園、こども園について、採用等についてまず申し上げますけれども、業務実績や面

談等から判断して、育児提供を確保するために基本的には継続的に採用しているというような状況

でございます。

また、月給等、勤務年数によりまして３年間昇給ということになっております。この月給等につ

いて、郡内の町と比較しても遜色ない月給ということは支払われているということになっておりま

す。こちら会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則を一部、令和４年２月１日

に改正しております。３号給上位ということで位置づけをそのときしました。現在のところ３年間

の昇給制度については、今後も維持していきたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 今の回答では、ゼロ回答というふうに判断をいたしました。

それでは、小中学校、幼稚園等の支援員や指導助手についてお伺いします。小中学校には、支援

員や指導助手が勤務をしておりますが、その人員数と支援業務等の内容や配置について教えてくだ

さい。その他の課題等があれば一緒にお願いいたします。

〇黒田重利議長 松﨑学校教育課長。

〔松﨑澄子学校教育課長登壇〕

〇松﨑澄子学校教育課長 お答えいたします。

学校には、支援員、指導助手のほかに、司書、用務員、相談員、介助員を配置しております。司

書、用務員、相談員は学校に１人ずつ配置いたしまして、介助員は必要に応じた配置となっており

ます。

ご質問の支援員と指導助手ですが、両者の違いは教員の資格を有するか否かです。指導助手は教

員の資格を持っております。邑楽町で教員として勤務をしまして、定年を迎え引き続き勤務される
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ケースが多く、児童生徒の様子を熟知されておりますので、学校側も安心して受け入れることがで

き、教職員からも児童生徒からも頼りにされる存在です。授業のサポートを中心に活躍しておりま

す。配置の人数ですが、６校合わせて17人配置しております。

支援員は教員の資格を持ちませんので、授業者へのサポートは行いません。授業を受ける中で困

り感のある児童生徒、また学校生活の様々な場面において困り感のある児童生徒のサポートをして

おります。配置の人数ですが、支援員は６校合わせて９人配置しております。

学校の管理職から話を伺いましても、指導助手も支援員も大変よくやってくれるので、とても助

かっているという声が聞こえておりまして、平常時におきましては十分な配置がされていると認識

しております。課題があるとすれば、年度途中に日本語の分からない児童生徒が転入した場合など、

そのとき発生したケースにとって適切な支援員を急に配置することが難しい点がございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 確かに転入者の方で、保護者も含めて日本語が分からないというようなケー

スが実際あるということ、私も経験をしたことがございます。

それでは、幼稚園等には支援員が勤務しておりますが、人数と支援業務等の内容及び配置につい

て、さらにお願いをいたします。その他、課題等も一緒にお願いします。

〇黒田重利議長 中繁子ども支援課長。

〔中繁正浩子ども支援課長登壇〕

〇中繁正浩子ども支援課長 お答えをいたします。

各園の支援員の人数でございますが、幼稚園、こども園、３園を合わせて11人でございます。支

援業務の内容については、担任の補助のほかに、担任だけでは対応できない支援の必要となる児童

のサポートでございます。

また、支援員の配置にあっては、実際に新年度が始まって、そこで初めて支援が必要な児童がい

ると分かったような場合ですとか、年度途中で支援が必要な児童が転入してくる等分かった場合に、

追加で配置することが難しいということが課題だと思います。

以上です。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 支援員は、園や学校にとって欠かせない存在だと思います。支援を必要とす

るお子さんも増えているのかなというように思いますが、担当課では園や学校側の要望をきちんと

聞いていただいて、枠にとらわれない現場主義の対応を願いたいものです。

それでは、次に移ります。学校給食等が支給されない長期休業時の児童生徒等についてお伺いを

いたします。小中学校等では、夏休みが終わり新学期が始まりました。ほっとしている家庭がある

かもしれません。では、長期休業時に学校給食等が支給されないことにより影響のある幼児を把握
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しておりますか。まずは子ども支援課長、お願いいたします。

〇黒田重利議長 中繁子ども支援課長。

〔中繁正浩子ども支援課長登壇〕

〇中繁正浩子ども支援課長 お答えをいたします。

夏休みなどの長期休業時に、幼稚園において給食が提供されないことによって影響のある幼児と

いうことについては、特に把握はしておりません。

以上です。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 それでは、学校教育課長はそのような児童生徒等を把握しておりますか。

〇黒田重利議長 松﨑学校教育課長。

〔松﨑澄子学校教育課長登壇〕

〇松﨑澄子学校教育課長 お答えいたします。

長期休業時に学校給食が支給されないことにより影響のある児童生徒についての把握はいたして

おりません。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 把握していないというような回答ですが、そのほかの課にも事前に聞いてみ

ましたが、同様の回答でした。諸事情により毎日の食事に苦労しているお子さんのいる家庭が、実

際にはそういう家庭があると思います。学校給食の食事が貴重な栄養源となっているお子さんもい

るかもしれません。

聞くところによりますと、近隣にフードバンク活動を行っているＮＰＯ法人があり、行政や社会

福祉協議会の窓口からの依頼により、生活に困った人に食品を届ける活動を行っているとのことで

す。子ども支援課、学校教育課、介護福祉課及び健康づくり課等などが連携を取りながら、困って

いるお子さんからお年寄りの方まで、そっと手を差し伸べていただければと要望いたします。

それでは、次に移ります。通学道路等の信号機の設置についてお伺いいたします。町には、地域

からの信号機等の要望件数、そして設置状況及び信号機設置の要件等があろうかと思いますが、そ

の内容についてお伺いをいたします。

〇黒田重利議長 松崎総務課長。

〔松崎嘉雄総務課長登壇〕

〇松崎嘉雄総務課長 お答えします。

過去の設置要望につきまして、今年度も含めてですけれども、令和５年１件、令和４年度１件、

令和３年度１件、要望がございました。なお、令和２年度、令和元年度については要望はございま

せんでした。結果的に、全て設置は行われておりません。
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また、信号機等の設置基準になります。全国的な基準が警視庁、こちら信号機設置の指針に定め

られております。こちら指針では、全てに該当しなければならない必要条件が５つあります。まず

第１に、一方通行を除き赤信号で停止している自動車等の側方を自動車等が安全に擦れ違うため必

要な車道の幅員が確保できていること、２番としまして、歩行者が安全に横断待ちをするために必

要な滞留場所を確保することができること、また第３に、主要道路の往復交通量が最大となる１時

間、こちら主要道路の往復交通量ですけれども、原則として300台以上であること、第４としまし

て、隣接する信号機との距離、原則といたしまして150メートル以上離れていること、第５といた

しまして、交通の安全と円滑に支障を及ばさず、また自動車等の運転者及び歩行者が信号機等を良

好に確認できるよう信号柱が設置できることということになっております。こちらは、５つ全て該

当する必要があるということです。

また、さらにどれが一つ該当しなければならない択一条件というのも複数ありますけれども、例

えば人身事故等が信号機の設置を検討する前の１年間に２件以上発生しており、他の対策より代替

ができないと認められること、または小学校、幼稚園、こども園、保育園等、付近において生徒、

児童等の交通の安全を特に確保する必要があることなどということになっております。

以上です。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 いろいろと要件等があるようですが、その中で絶対要件的な内容の中で、歩

行者等の滞留場所の確保ですが、これについては地域だけではなくて、行政サイドのバックアップ

がないと、なかなか改善できないのではないかなというふうに思います。やはり地権者の協力も当

然必要になってきますので、特にそのような場合、いろいろ150メートルだの300台だの、そういう

ような条件が整っているが、この滞留場所についてそこがというふうな場合などについては、ぜひ

その辺については行政サイドに何とか協力していただければなと思います。

そして、択一条件の中の一つとか部分については大変厳しい内容で、死亡事故が過去１年だとか、

大体そういうものがあったとしても、１年前ではなくて数年前にそういう事件があったりするよう

なことなのかなというふうに思いますので、そういう面ではちょっとその辺の条件というのはきつ

過ぎるのかなというように思います。

それでは、そのことも含めまして、信号機の設置における地域からの要望を受け付けてから設置

までの流れというものをお聞かせください。

〇黒田重利議長 松崎総務課長。

〔松崎嘉雄総務課長登壇〕

〇松崎嘉雄総務課長 お答えします。

先ほどの設置基準でしたけれども、こちら警察庁のほうで定めているということです。訂正をさ

せていただきます。
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それでは、信号機についてということですけれども、こちら信号機、交通量を総合的に判断して

公安委員会が設置をいたします。現場の状況を把握してということになります。邑楽町では、総務

課の交通防災係を経由いたしまして、当該地域を所管する警察署、これは大泉警察署になります。

大泉警察署の交通課に相談をして、要望書を提出するという流れとなっております。

以上です。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 実際先ほど３件の要望があったということですが、それについては警察署の

交通課のほうには提出済みでしょうか。

〇黒田重利議長 松崎総務課長。

〔松崎嘉雄総務課長登壇〕

〇松崎嘉雄総務課長 お答えいたします。

そちらも全て大泉警察署を通して提出済みでございます。

以上です。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 それでは、町長のほうにお伺いします。

地域から要望のある信号機設置の実現に向けて、もっと推し進めてほしいと思いますが、町長の

お考えをお聞かせください。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 町では、関係する課、大泉警察署も含めてですけれども、その中で邑楽町の通学路

の安全推進会議という組織があります。その中で必要とするプログラムをきちんと整理をして、そ

して今ご質問があったような形で通学路の合同点検を行った中で、どうしようかということで安全

確保に向けた取組を行っているということです。したがって、そういう箇所があれば、これはもち

ろんそういった会議の場で協議をしていただいて、そして必要ということであれば、大泉警察署を

通して県の公安委員会のほうにお願いするという流れになっていますので、やはり何といっても通

学路ということになりますと、最近も１件あったのですが、県道の20号線において通学路に信号機

を設置してほしいというような、これは中野小学校の校長先生をはじめ、地域の方から要望があっ

て、今大泉警察署のほうにお願いしているというケースもありますので、これは地域からももちろ

んですが、そういった安全性が保たれない、担保されないということであれば、そういった組織を

通して積極的にお願いをするということについては今後も進めていきたいと、こんなふうに思いま

す。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 それでは、福祉・介護のほうに移ります。
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町内の特別養護老人ホームと介護施設の入所状況等についてお伺いをいたします。町内の特別養

護老人ホームと介護施設の概要、そして入所状況について教えていただけますか。

〇黒田重利議長 金子福祉介護課長。

〔金子佐知枝福祉介護課長登壇〕

〇金子佐知枝福祉介護課長 お答えいたします。

町内には、特別養護老人ホームが３施設ございます。こちらの入所状況につきましては、令和５

年８月29日に確認したところ、１つ目の施設は定員70名に対して入所者46名、うち町内の割合は

65.7％でございます。２つ目の施設は、定員50名に対して入所者28名、うち町内の割合は56％でご

ざいます。３つ目の施設は、定員29名に対して入所者29名と100％、そのうち町内の割合も100％で

ございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 ただいま説明のありました３施設の中で、１か所町内在住者が100％という

表現がありましたけれども、よく施設に入ると住所変更してくるのです。ですから、現時点では邑

楽町町内の住所になっているのかなというふうに思いますが、ケースによっては、例えば近隣から

転入をされて今現在は邑楽町の住所というようなケースも、私も行政区のほうちょっと経験があり

ますので、そういうふうな形で転入されて、現時点では邑楽町に転入というようなこともあろうか

なと思いますが、今回については、もしかしたら偶然ですけれども、全部が邑楽町ということかも

しれません。意外と、そのほか入所の比率というのが、ホームページなどを見ますと女性の方が大

分多いというような現状があるのです。例えば男性が２で女性が８とか、男性が３で女性が７とか、

そういうような状況もあるのですが、その辺は施設の状況等があるのかなと思います。

それでは、次に各介護施設における待機者数はというようなお話をしようと思ったのですが、１

か所については、ですからそのほかの２つのところについては少し余裕はあるということですが、

その辺も含めて待機者数について何名ぐらいかお伺いいたします。

〇黒田重利議長 金子福祉介護課長。

〔金子佐知枝福祉介護課長登壇〕

〇金子佐知枝福祉介護課長 お答えいたします。

町内の特別養護老人ホームの介護施設の待機者数につきましては、やはり令和５年８月29日に確

認したところ、１つ目の施設は20から30名でございます。２つ目の施設は30名でございます。先ほ

ど申し上げましたが、３つ目の施設は０名でございます。

この２つの施設で30名ほどの待機者がおりますが、介護老人福祉施設に入所したい方は複数の施

設に希望を出しております。重複している方もいると思われます。また、待機待ちで登録をしてい

ますと、自ら取消しを行わない限りはずっとその施設で登録されたままになってしまうため、いざ
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空きができて入所できるようになった場合に声がけをしてみますと、実際にはご本人が入院してい

たり、入所を考え直したり、即入所につながらないケースが多いとのことでございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 実際もう少し待機者数がいるのかなというふうに思っていました。

10年以上前のことですけれども、ある施設では100名以上の待機者がいるというようなことを実

際私も聞いたことがありますし、私の家族もその当時お世話になっていたというようなときがあり

ますので、大分減って多くの方が利用できていいなというような思いがあります。

その次ですが、入所時の入所判定についてはどのように行われておりますか。そして、邑楽町自

体何か関与をされているかどうか教えていただけますか。

〇黒田重利議長 金子福祉介護課長。

〔金子佐知枝福祉介護課長登壇〕

〇金子佐知枝福祉介護課長 お答えいたします。

入所時の入所判定につきましては、群馬県特別養護老人ホーム入所等指針により、本人の要介護

度や認知症の症状、現在の生活環境、介護者や家族の状況などを評価基準にして、優先されるべき

人が入所できるよう施設で判定会議を行っております。よって、現在は町のほうでは関与しており

ません。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 以前は特別養護老人ホームの中の１施設については、町が入所判定時にそち

らのほうの会議に出席をして、それらの判定について行ったというような経過もございます。今現

在はないということなので、そういうことだと思います。

実際この介護施設の関係ですが、入所することによって費用負担というのが非常に大きいのです。

本人、家庭にとっては厳しい現状というのがあります。とはいえ、入所できなければ別の形で負担

が大きいというふうに思います。そういう面で、もう少し入所者負担の軽減ができないかなという

ふうにも考えております。どうもありがとうございました。

それでは、次に財政・産業振興についてお伺いいたします。町には、農業用機械購入費補助事業

というのがございますが、その事業概要、要件等も含み、そして前年度の申請件数及び補助対象の

件数を教えてください。

〇黒田重利議長 吉田農業振興課長。

〔吉田享史農業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕

〇吉田享史農業振興課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。

邑楽町農業機械購入費補助金は、農業の担い手の育成を目的に施行され、補助対象者は、１とし
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て町内に住所を有する者、または主たる事務所の所在地が町内にある法人、２として、邑楽町、ま

た群馬県知事、もしくは農林水産大臣の認定を受けた認定農業者及び町で認定を受けた認定新規就

農者、３といたしまして、町税の滞納がない者のいずれにも該当するものでございます。

対象となる機械は、税抜きで400万円以上の農業用機械、または税抜き200万円以上の施設園芸用

機械でございます。補助金額につきましては、予算の範囲内で対象経費の５分の１以内で上限が

100万円でございます。

令和４年度の申請件数は９件でございます。補助対象件数は４件で、トラクターが２件、ホイー

ルローダーが２件でございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 それでは、次でございますが、大型農業機械というのは、昨今の原材料等の

高騰によりまして、トラクターやコンバインなど、さらに高額になっています。現在の５分の１補

助、100万円限度とありますが、限度額の引上げなど、本来の５分の１補助に近づけていただけな

いでしょうか。来年度に向けて検討してほしいと思います。

〇黒田重利議長 吉田農業振興課長。

〔吉田享史農業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕

〇吉田享史農業振興課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。

この邑楽町農業機械購入費補助金につきましては、対象となる機械は税抜き400万円以上の農業

用機械、または税抜き200万円以上の施設園芸用機械で、補助金額につきましては予算の範囲内で

対象経費の５分の１の金額で、上限が100万円でございます。

今年度の予算は400万円でございます。補助金の上限を上げますと、現予算では補助対象件数が

４件分から減少するかと思います。公平性の観点からも、限られた予算の範囲の中でより多くの認

定農業者、認定新規就農者の農業用機械の購入費用の一助になればと考えております。また、要件

等もございますが、国、県の補助事業も活用していただければと思います。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 ですから、来年度に向けて検討してほしいというふうに私のほうはお願いを

しているのです。

それでは、次に移ります。現補助事業の採択は、幾つかの項目のポイント制になっています。4.9ヘ

クタール未満の経営耕地面積、70歳以上の高齢者はポイント制10からゼロのうち、ゼロとなってい

ます。高齢者や経営耕地面積の小さい農家には、厳しい要件でもあることを認識していただきたい

というふうに思います。

一方、ご存じのとおり農業耕作者というのは、60代、70代の方々が中心です。経営耕地面積も、
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一部の方を除いては小規模経営です。4.9ヘクタール未満の農家というものも大切にしてほしいと

いうふうに思います。トラクター、コンバイン、田植え機、軽トラック等々、一式をそろえて先祖

代々の農地を守り隣近所の耕作を手伝っている方々、耕作放棄地にならないよう頑張っている方々

へ何らかの温かい手を差し伸べてほしいというふうにも考えております。そんな農業政策も期待を

しております。課長のほうから答弁をお願いいたします。

〇黒田重利議長 吉田農業振興課長。

〔吉田享史農業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕

〇吉田享史農業振興課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。

神山議員のご質問のとおり、年齢の若い方や耕作面積の多い方についてポイントが高く設定され

ている部分もございますが、年齢の高い認定農業者の方が全く補助が受けられないということでは

ございません。公平性、本事業の利用回数や緊急性、必要性、導入予定機械の保有状況等の項目に

つきましては、年齢に関係なく公平性が保たれていると考えております。

町といたしましても、加工用米等の出荷者への補助、邑楽町加工用米等出荷促進事業や昨年度よ

り対象品目を拡充した指定野菜等販売を目的に作付した農家に対し10アール当たり5,000円、上限

20万円でございますが、そちらを補助する指定野菜等推進事業補助金等も併せて行わせていただい

ております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 とはいえ、やはり先ほどの採択要件については、高齢者や、そして小さな農

家については現実的に厳しい要件だというふうに思います。公平性云々というのがあるようですけ

れども、現実的にはやはりそういう方たち、高齢者や小さい農家の方については、その採択を受け

るという確率的には下がっていくのかなというふうに思います。

それでは、次に移ります。財政の視点からの産業振興等についてお伺いしますが、邑楽町第六次

総合計画後期基本計画116ページにありますが、財政運営の健全性の確保において、その課題の中

で中長期的な視野に基づいた自主財源の確保に取り組むことなどが求められていますというような

記事がありますが、町税が年々予想以上に増収となればと思いますが、現時点では現実的とは言え

ないでしょう。

ここで、財政の立場で中長期的な視点に立った計画的な行政運営における財源確保の考え方につ

いて、財政課長のほうにお尋ねをいたします。

〇黒田重利議長 齊藤財政課長。

〔齊藤順一財政課長登壇〕

〇齊藤順一財政課長 お答えいたします。

邑楽町第六次総合計画後期基本計画の実現に向けて取り組んでおりますますが、財政面において
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もこの実現を支えるために努めております。また、行財政改革についても継続して取り組んでおり

ます。事業を執行する場合には、補助金等が受けられる事業については必ず補助金等を利用するよ

うにしております。また、町債は交付税措置のある起債のみを利用しております。

長期的な視点に立ちますと、人口減少や少子高齢化の進行に伴い生産年齢人口も減少し、町税や

地方交付税などの一般財源の確保が難しくなっていくことが予想されるほか、社会保障費や老朽化

した公共施設の維持管理経費などの増加により、財政状況が厳しくなっていくことが見込まれる状

況でございます。

産業振興については、今後も継続して町内事業者への支援等に取り組んでいくことが大切でござ

います。そして、人口減少の状況を低く抑えられれば、町税や地方交付税の確保にもつながります

ので、町内の市街化区域、邑楽南地区への移住者、定住者を増加させていくこと、これらの地区へ

の商業施設の立地など、総合計画の快適に暮らせる良好な住環境の町の実現に向けて進めていくこ

となどが財源確保にもつながっていくと考えております。また、市街化区域や邑楽南地区などの町

のまとまりに人が集まるようにできれば、公共施設の維持管理費の節減にもつながると考えており

ます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 神山均議員。

〇５番 神山 均議員 邑楽町の総合計画の中では何度も言われておりますが、最重点施策の一つの

中に産業振興の推進がございます。町の総合計画というのは、机上の空論であってはならないとい

うふうに思います。たとえ時間がかかっても、実現に向けて前に進めてほしいというふうに思いま

す。

今後、各課において令和６年度の予算編成作業が始まるというふうに思います。何とか少しずつ

実現に向けて進めさせていただければなというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいた

します。

以上で一般質問を終了いたします。大変ありがとうございました。

〇黒田重利議長 暫時休憩いたします。

〔午後 零時０３分 休憩〕

〇黒田重利議長 休憩前に引き続き一般質問を行います。

〔午後 １時００分 再開〕

◇ 蟹 和 孝 一 議 員

〇黒田重利議長 ６番、蟹和孝一議員。

〔６番 蟹和孝一議員登壇〕
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〇６番 蟹和孝一議員 皆さん、こんにちは。議席番号６番の蟹和孝一です。通告に従い質問をさせ

ていただきます。

まず、早速ですけれども、可燃ごみ袋の指定制について担当の課長にお尋ねします。今、町では

週２回可燃ごみの回収が行われていますが、このごみ袋について指定化、当然なれば有料になると

思いますが、このプランが今後あるのかどうかお尋ねします。いかがでしょうか。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

以前、大泉町、千代田町、邑楽町の３町で導入に向けた協議を始めた経緯はございますが、現時

点におきましては、ごみ袋の指定化や有料制について予定はございません。

本町では、住民の皆様のご理解とご協力をいただきごみの分別が順調に進んでおり、ごみの共同

処理を実施している太田市、大泉町、千代田町、邑楽町の中で、唯一本町が令和３年度、令和４年

度と一般廃棄物処理基本計画で定めた家庭ごみが処理場に搬入される目標値を達成し、搬入量も年

々減少しているような状況でございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 回答ありがとうございます。私はこの一番の目的は、確かに今課長おっしゃ

いましたが、ごみの減量化にあると思います。ごみといえども、分ければ資源になるわけですから、

分別の必要性とか、それからコスト、それらにおける意識の向上というのは、どんどん上げていく

必要があるかとは思うのです。ですから、今減量化に大分貢献したとおっしゃいましたけれども、

さらなる減量化への取組をお聞きしたいなと思います。いかがでしょうか。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

可燃ごみの減量化につきましては、町としても必須のことであると考えております。議員がおっ

しゃるように、可燃ごみを減量し資源化を促進させることは、地域の環境衛生にとって非常に有益

であるかと思われます。

町では、令和３年度にごみの分別拠点施設として、中央公民館西側にリサイクルステーションを

開設いたしました。さらに、今年度は旧中野公民館敷地内に第２リサイクルステーションを開設し、

ごみの資源化を促進し可燃ごみの減量化に努めております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 ごみですけれども、限りある資源の再利用、要するにサーキュラーリサイク
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ルの推進、それと環境保全、ＣＯ２の削減などのためにも、ごみの総量規制なども私は考えられる

のかななんていうふうに思うことがあるのですが、その辺についてはいかがでしょうか。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

ごみの総量規制、いわゆる一般家庭からステーションに出すごみの量の制限することと思われま

すが、量を制限することにつきましては現状では考えておりません。導入している自治体の状況な

どを確認し、その効果などを検証してまいりたいと考えております。

以上です。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 今現在指定ごみ制を実施している隣の太田市、そしてすぐ裏になりますけれ

ども、足利市、私は７月のときに両市の担当者にお話を伺いに行きました。指定制にすると、効果

は絶大だというお話を担当者からいただきました。邑楽町も減量化に取り組んではいるだろうけれ

ども、ぜひ取り入れるべきではないかというアドバイスといいますか、そういうお話をいただきま

した。

今、日本は全国のスーパー、もちろん量販店も含みますけれども、レジ袋はすっかり有料制が定

着しました。ですから、私は今が指定制にするチャンスかなと思うのです。いかがでしょうか。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

太田市、足利市などが導入している指定ごみ袋については、特に導入時にその効果が大きく見ら

れたと伺っておりますので、可燃ごみの減量化を促進する一定の効果はあるものと考えられます。

なお、太田市につきましては平成17年から有料指定ごみ袋を導入し、足利市につきましては平成

20年度より導入を行っております。当時は、買物等に受け取るレジ袋がまだ無料であったため、ご

みの排出量抑止効果が大きかったのではないかとのことでした。レジ袋の有料化が進み、大型のご

み袋を購入して可燃ごみ等を排出する際の袋に使用している現在におきましては、その効果の検証

は必要かと考えられております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 去る７月20日、大変猛暑の暑い日でしたのですが、全議員、それから一部職

員の方たちと太田市のクリーンプラザ、リサイクルセンターのほうを視察、見学しました。業務の

大変さと、それから最先端の設備、それからそういった大きな環境設備に圧倒されてきたところな

のです。また、担当者の熱意にも感動しました、そのときは。当然私はあの設備や人員を見て、さ
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らなる減量化が本当に必要だなというふうに考えて帰ってきた次第です。その辺についても、さら

にお聞きしますけれども、いかがでしょうか。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

私も議員の皆様の太田市クリーンプラザとリサイクルセンターの視察に同行させていただき、施

設で働く方の様子、特にコンベアーから出てくるごみの袋を手作業で裂き、ごみを分別されている

方の作業の様子を見学した際は、ごみの分別促進にさらに尽力していく必要があると改めて感じま

した。

ごみの減量化につきましては、太田市クリーンプラザの焼却炉の状況を見ると急務と思われます。

太田市、大泉町、千代田町、邑楽町の構成市町がそれぞれ可燃ごみを減少させるため、今後も様々

な施策を考えていく必要があると考えております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 いろいろな事情もありますけれども、実はリサイクルセンターが今までの大

泉町から太田市に移設といいますか、移動になりました。当然週に２回のごみ回収車が回収するわ

けですけれども、距離的には大変遠くになりましたから、回収車の効率は以前に比べて悪くなった

のかよくなったのか、その辺はいかがでしょうか。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

地区のごみステーションから収集しました可燃ごみ等につきましては、令和３年度に太田市のク

リーンプラザが稼働するまでは、大泉町外二町清掃センターへ搬入、運搬しておりました。仮にな

のですが、役場からの距離を算出しましたところ、運搬距離は清掃センターまでは約4.5キロメー

トルで、時間にして約10分程度です。一方、太田市のクリーンプラザまでは運搬距離は約14キロメ

ートル、時間は30分程度かかると思われます。

そのため、令和２年度までの大泉清掃センターへの可燃ごみの運搬は収集車１台で行っておりま

したが、太田市クリーンセンターに変更した際には、センターの搬入受入れ時間などの関係により、

収集車を１台増やして対応するようになりました。このため、運搬委託料などに係る費用面におい

ては効率は悪くなったのが実情でございますが、ステーションからの少しでも早いごみの回収に努

め、住民の皆様へご迷惑のかからないような対応を取らせていただきました。

なお、令和３年度に焼却施設を太田市のクリーンプラザに変更した際には、可燃ごみの搬出を少

しでも減少させるため資源ごみ回収拠点施設としてリサイクルステーションを開設し、例えばそれ
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までは可燃ごみに出されていた古着、古布をリサイクルステーションで資源物として回収するなど、

可燃ごみの資源化を推進して、可燃ごみの減量化に努めております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 今効率を質問したのですけれども、これなぜかというと、邑楽町34行政区あ

りますけれども、ごみステーション全部見たわけではないですけれども、かなり滞留している時間、

まちまちだと思うのです。結構見苦しいところもあったりして、なかなか印象がよくないです。だ

から、これをできれば朝のうち、早く回収をしたいという思いが私はあったので、今お尋ねしたと

ころです。これは、それで徐々にやっていっていただければいいかなと思うのですけれども、次に

お聞きします。

現在この役場の西、それから旧中野公民館の敷地でリサイクルステーションが稼働していますけ

れども、これ導入された経緯というのはどんな状況だったのか、ちょっと教えていただけませんか。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

リサイクルステーションにつきましては、令和３年度に１施設、令和５年度にもう一施設開設し、

現在は町内の２か所で稼働しております。令和３年度に稼働いたしました最初の施設につきまして

は、ごみを正しく分別しリサイクル率を向上して、資源ごみ回収の推進を図ることを目的に開設し

ております。また、今年度開設いたしました２か所目のリサイクルステーションにつきましても、

さらなる可燃ごみの減量化とリサイクル率の向上を図るために設置いたしました。

以上でございます。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 このリサイクルステーションの町への貢献度というのは、数字で表せるかど

うか分かりませんけれども、いかほどのものはあるのか、ちょっとお聞きしたいと思うのですけれ

ども。また、住民サービスの一環として旧中野公民館の敷地でやっているほうも、できれば土曜日

毎週ということはないでしょうけれども、隔週で、もしくは指定日を設けて稼働してもらえると、

旧中野公民館周辺の人たちにとってはかなり助かるかな、メリットはあるかなと思うのです。その

辺のところもいかがでしょうか、お答えいただきます。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

リサイクルステーションの効果につきましてでございますが、こちらにつきましては環境省によ

る一般廃棄物の排出及び処理の状況調査の結果によりますが、本町の町民１人当たりの排出量につ
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きましては、令和２年度が1,044グラム、令和３年度が913グラムで131グラムの削減、リサイクル

率につきましては、令和２年度が15.6％、令和３年度が19.7％で4.1ポイント上昇しております。

リサイクルステーションにつきましては、本町のごみの削減及びリサイクル率の向上に寄与してい

るものと考えられます。

あわせて、ご意見をいただきました今年度開設しました第２リサイクルステーションにつきまし

ては、開設日は議員おっしゃるとおり、今平日のみということになっております。時間につきまし

ては、午前10時から午後２時30分ということで運用しております。土曜日とかは開設しておりませ

んが、こちらにつきましては、今後運用している方といろいろご相談した上で考えさせていただき

たいと思います。第１リサイクルステーションにつきましては土曜日も稼働しておりますので、現

状におきましては、土曜日に利用される方は第１リサイクルステーションをお願いできればと考え

ております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 ぜひ検討していただいて、さらなる住民へのサービスを実施していただけれ

ばと思います。

次に移りますが、ごみ袋の指定有料制の是非には賛否両論、多分多くの意見や考えがあると思い

ます。これは、私は時間をかけてでも、町民の理解を得ることだと思います。ぜひ検討していただ

きたい。そして実現の際には、高齢者世帯や障害者の世帯の方もおりますから、そういう人たちの

ための支援も忘れてはならないと思うのです。こういう検討もしていただきたいなと思います。い

かがでしょうか。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

有料指定ごみ袋の導入につきましては、その対象品目や手数料の設定及び徴収方法の決定、ごみ

袋の種類や形状、その販売方法などの制度設計や導入までのスケジュール策定に加え、導入後の指

定ごみ袋を使用しない不適正排出や不法投棄等への対応など、町民の方のご理解をいただきながら

進めていくべき多くの検討事項があると考えられます。導入する前には十分時間をかけて、どのよ

うな方法が邑楽町の現状やごみの減量化促進に有効であるか検証し、慎重に検討していく必要があ

ると思われます。

なお、助成制度につきましては、公平性などの観点から、どのような制度設計がよいかを考える

中で研究していく必要があると考えております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。
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〇６番 蟹和孝一議員 いろいろ検討して、ぜひ実現をしてもらえればなというふうに思います。

金子町長にも伺います。町長、私は区長時代に大変ごみの問題では苦労しました。今でも34行政

区の区長及び役員の方たちは、ごみ問題に関しては苦労しています。ぜひ少しでも負担を減らして

いただきたいなと思っているのです。行政としてしっかり取組をして、ぜひ負担を減らしていくよ

うな方策を取っていってほしいなと思います。いかがでしょうか、町長の考えをお聞きしたいと思

います。よろしくお願いします。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 ごみの減量化については、関係する役員の皆さんをはじめ、町民の皆さんのご協力

をいただいて、冒頭担当課長のほうから減量化についての数字をお示ししたところでもありますが、

私はごみの減量化については、やはり家庭系のごみと、それから事業系のごみと、これも分けるこ

とが可能なのかなというふうに思っております。しかし、何といっても地区の区長をはじめ生活環

境委員等々、皆さんのご協力をいただいて進めてきているということでもありますので、町民の皆

さんにご理解をいただかなければ、減量化ということはなかなか進まないのではないかというふう

に思っております。

そういう中で、議員のほうからごみ袋の指定、いわゆる有料化といいますか、このお話、ご意見

がありましたけれども、大泉町外二町環境衛生施設組合の３町では、これが令和元年のときだと思

いますが、一度話合いをした経緯があります。その当時は話合いで済んでいたわけですけれども、

その当時ごみが増えてきていたということもありましたけれども、邑楽町においては、先ほどリサ

イクルセンターのお話がありましたけれども、それを設置することによってかなり資源化できたと

いいますか、リサイクルが進んだということがありますから、そういったことも今後、今まで１か

所を今度２か所にしたということですが、大いにそういった形での展開をしていくことによって、

これからも町民の皆さんが、ごみの搬出はもちろんですが、リサイクルの考え方を深めていただい

て、使えるものは資源化していくのだというようなことを進めていきたいというふうに思っており

ます。

当然行政のほうも皆さん方のお力をお借りして、そして進めていかなければなりませんが、何と

いっても家庭系のごみ、事業系のごみも搬出をされる方々のそういったことの意識といいますか、

高めていかなければなし得ない部分だというふうに思っておりますから、行政としてもそういった

こともお願いしながら、そして役員の皆さんにもご苦労いただきながら進めていくということが大

事なことかなというふうに思っておりますので、今後引き続き一層そのような形で努力をしていき

たいと、こんなふうに思っております。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 ありがとうございます。しっかり取り組んでいただけるものと思います。そ
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れで、町長は常日頃、先ほども答弁されましたけれども、邑楽町はすてきで住みやすい、幸福度も

高いと言っていました。けれども、私は今ごみの話をしているわけなのですけれども、邑楽町のご

みステーションの回収日に、いろいろなところを通ることがありますけれども、まずごみがきちん

となっているところとなっていないところがある。そして、山のようにうずたかく積まれている。

例えば初めて邑楽町を訪ねてきた人が、あのごみが散乱していたり崩れていたりすれば、あまり印

象はよくないと思うのです。ごみは、私たち生活する人の一番基本中の基本だと思うのです。

ちょっと話を変えますが、お隣の館林市では、やっぱりそういう問題がなくならなくて、ごみ収

集を運営している理事長が何か監視カメラを数十台町に寄附して設置すると、これはもう考えるま

でもなくステーションに設置するということです。館林市は66行政区ぐらいかな、それでステーシ

ョンが3,500か所ぐらいあると聞いています。だから、邑楽町の約倍です。それに数十か所つける

ようなことの話を聞きました。だから、邑楽町でも一部心ない人もいます。私の近くでも、ごみが

不法投棄されています。また、あと外国人の世帯も増えていますから、外国人の方とは言いません

けれども、そういう行政の意思がなかなか伝わらないのかなという、そういうことがあります。こ

れは、もういつの時代になっても多分なくならないかなとは思うのですけれども、こういうことに

対して、やっぱり行政はもっと周知を徹底して、現場、現実、現物を見る必要があるのかなという

ふうに思います。確かに忙しいと思いますけれども、やっぱり現状を知るということが一番大切か

なと思います。ぜひその辺も町長にも理解していただいて、取り組んでほしいなと切に思います。

これは、質問というよりも私の思いなのですけれども、ちょっと思いを伝えたかったなと思います。

ちょっと時間早いのですけれども、一応私の通告質問はこれで終わります。ありがとうございま

した。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 今議員のほうからのご意見で、町民の皆さんにごみ問題についてもっと指導すべき

というお話がありましたが、まさに言われるとおりかと思います。

実は、８月に行われたおうら祭りのときの出来事なのですが、その祭りが終了して時間が過ぎた

後、担当のほうに、ゆうべは何時頃帰られたかというふうに聞いたときに、このようなお話があり

ました。たまたまこの終わった後、私も帰るときに、ごみが少し散らかっているのかなというふう

に感じながら帰ったのですが、そうしたら町内の若い青年だったというふうに聞いているのですけ

れども、その担当の課長のほうに、こんなにごみがあるのでは邑楽町が笑われてしまうからという

ようなことで、一生懸命お二人の青年が夜遅くまで片づけていただいたということを聞いたのです

が、それを聞いたときに私は、行政はもちろん仕事の上でそういう指導もということですが、自発

的に行ってくれた方々に対して、本当にありがたいなというふうに思っていた次第です。

また、私が出勤をしてくるときに、朝お一人でごみ袋を持っていろいろごみを拾っていただいて
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いる方もおります。ですから、そういう方々を見たときに、私はこれからも、行政としては当然な

のですが、なお一層町としてもそういったことに取り組むように努めていきたいというふうに思っ

ておりますので、大変貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。これからもそのよ

うに努めてまいりたいと、このように思います。

〇黒田重利議長 蟹和孝一議員。

〇６番 蟹和孝一議員 大変貴重なお答えありがとうございます。ぜひ先ほどの青年のような方が増

えることを願ってやみません。これは町だけではなくて、町長をはじめ職員の方、そして私たち住

民も一丸となって取り組んでいかなければ、やっぱり町のイメージは上がっていかないと思うので

す。少しでもそういう面で上がっていくと、邑楽町もやるなというような評判と言ったらいいので

すか、評価というのですか、そういうのが少しずつでも上がれば、ああ、邑楽町は大したものだな

ということになっていくのかというふうに感じます。ぜひ私たちが元気なうちに、そういう姿が見

てみたいなと思います。今後とも、町長をはじめ職員の皆さんにはいろいろ頑張っていただきたい

と思います。よろしくお願いします。

以上で質問を終わります。ありがとうございました。

〇黒田重利議長 暫時休憩いたします。

〔午後 １時３３分 休憩〕

〇黒田重利議長 休憩前に引き続き一般質問を行います。

〔午後 １時５０分 再開〕

◇ 松 島 茂 喜 議 員

〇黒田重利議長 11番、松島茂喜議員。

〔11番 松島茂喜議員登壇〕

〇11番 松島茂喜議員 改めまして、こんにちは。議席番号11番、松島でございます。通告に従いま

して、これから今回は３項目にわたり質問させていただきたいと思いますが、ちょっと諸事情によ

りまして、３項目めを一番最初に、そして後は１項目め、２項目めと、そういった順序で行いたい

と思います。町長におかれましては、メインイベントは真ん中になってしまった。すみませんです。

ちょっと失礼をいたしますが、よろしくお願いをしたいというふうに思います。

まず、教員の多忙化についてということで、今回初めてこの関係については質問させていただき

ますが、７月だったと思いました。報道でもありましたとおり、たしか富山県の中学校教諭でござ

いますが、過労死認定がされて、裁判所のほうから8,300万円という高額な損害賠償命令が県とそ

の管轄の市に命令が下ったということがありました。教員の多忙化というのが叫ばれて、これはし

ばらくたっているわけでありますけれども、本町においてもその状況がどうなのかということもも
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ちろん大切なのですが、私は教員の方の立場からでもなく、また保護者側でもなく、あくまでも中

立ということで、子どもの利益のために、その件について質問させていただこうと今回思いました。

そういった観点から、町の教育委員会が果たして教員の多忙化の解消に向けてどんな取組をされ、

また活動なさっているのかと、そういった点からひもといていきたいというふうに考えております

ので、ぜひ教育長、また担当課長、また町長におかれましては、簡潔明瞭な答弁をいただきたいと

いうふうに思います。

まず、確認でございますが、文部科学省が行った教員の勤務実態調査、これ令和４年度、今タブ

レットから電子黒板出ておりますが、執行側のほうにも今配信をさせていただきたいと、行きまし

たでしょうか。こういった実態調査が令和４年度の分で行われたということだったです。その前は、

たしか平成28年度に行ったという経過があったようでございますけれども、この多忙化がどれだけ

進んでいるかということについて新聞報道にもありましたとおり、月の残業時間が45時間、これを

超えている小学校教諭の全国平均が64.5％、それから中学校では77.1％という数値が出ているよう

であります。

本町においては、小学校４校、それから中学校２校とあるわけでございますけれども、そこに在

籍をしている教員の方々、正規職員が主になろうかと思うのですけれども、その方々の残業時間が

どういったことになっているのか、これ学校別に回答をお願いしてありますので、課長のほうから

数字をいただきたいと思います。

〇黒田重利議長 松﨑学校教育課長。

〔松﨑澄子学校教育課長登壇〕

〇松﨑澄子学校教育課長 お答えいたします。

町内小中学校において月45時間を超える時間外勤務をしている教員の年間の平均割合を学校ごと

に申し上げますと、中野小学校16.3％、高島小学校27.1％、長柄小学校25.0％、中野東小学校20.6％、

邑楽中学校40.8％、邑楽南中学校47.7％でございまして、各校とも全国の平均よりは下回りました。

以上でございます。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 今課長から数字をいただいた限りでは、かなり全国平均を下回っているとい

うことだと思います。それだけ邑楽町の小中学校におかれましては、教員の方々の多忙化も多少解

消しつつあるのかなと。ただ、今数字を伺って私感じたのですけれども、やはり中学校においては

数値がある程度高い、これはやはり部活動の関係もあるのかなというふうに思います。

また、残業時間といいましても、全て在校時間、在校している学校にいる時間だけが反映されて

いる場合もありますし、家庭に帰ってからどれだけの業務を行っているかということは、なかなか

細かいところまでは把握はされていないのかなというふうに思いますので、正確な数字かどうかと

いいますと、おおむねこれは指標というか、それに値する形なのかなというふうには思います。
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いずれにいたしましても、教員の多忙化がもたらす影響というのは、もちろん最終的には子ども

たちに行ってしまうというふうに私は思います。当然多忙化が進むにつれて、教員の成り手不足、

こういったものも起きますでしょうし、子どもたちにじかに学校内で接する時間、そういった触れ

合う時間というのがやはり少なくなっていってしまうということ。そういった面を考えると、やは

りこの多忙化は解消していくべき大きな問題だというふうに私は考えておりますが、そもそもなぜ

教員の多忙化が最近叫ばれるようになったのか、その原因には多岐にわたっていろんな見解がある

と思いますが、まずは教育長がその点についてどう捉えているのか、原因について教育長が思って

いる範囲で結構ですので、お答えをいただきたいと思います。

〇黒田重利議長 藤江教育長。

〔藤江利久教育長登壇〕

〇藤江利久教育長 お答えします。

一口にこれが原因だというのは、なかなか難しい問題があると思いますが、要するに先生方がや

る仕事が多岐にわたって非常に多いということ、そしてやらなければならないことが、ある時期に

集中してしまうというのはあるかと思います。中学校で言えば、部活動はもちろんかなりのウエイ

トを占めているかと思いますけれども、４月、５月というのは学級づくりの時間でありますので、

そこで行われる家庭の調査、子どもたちの様子を見る、そういうものにつきましては相当熱心に取

り組まなければいけないかなというふうに思っております。

また、教職員は子どもたちと一緒に共に生活するということで、子どもたちの安全、そして学習

面、いろいろ見ていかなければいけないかなと、そういうところで時間をたくさん取らなければい

けない。また、小学校１年生、２年生におきましては、やっぱり給食の仕方とか、それから清掃の

仕方とか、生活の仕方、いろいろ教え込まなければならないことがたくさんあろうかと思います。

ちょっとしゃべり過ぎますので、この辺にしておきますけれども、やらなければならないことがた

くさんあるということが一番のあれなのかなというふうに思います。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 教員の皆さんは、やはり教育者として責任感、こういったものは大きいもの

があると思うのです。ただ、今教育長がおっしゃった、やらなければならないことがたくさんある。

具体的には、そのやらなければならないことがたくさんある中で、ウエイトを占めるものは何だと

お思いでしょうか。

〇黒田重利議長 藤江教育長。

〔藤江利久教育長登壇〕

〇藤江利久教育長 子どもたちを一人一人理解する生徒指導かと思います。これにつきましては、こ

うあるべきだということで納得してもらわなければなりませんけれども、子どもを理解するために

は、やはり子どもを取り巻くほかの先生方、そして親、保護者との綿密な連携かと思います。そう
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いうものを築き上げないと、なかなか教育はうまくいかない。その辺を築くのに、先生たちは苦労

しているのではないかなというふうに思っています。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 今生徒指導とおっしゃいました。

それでは、なぜその生徒指導に関わっているウエイトが大きくなってしまったのか、その原因に

ついてはどうお考えなのでしょうか。

〇黒田重利議長 藤江教育長。

〔藤江利久教育長登壇〕

藤江利久教育長 お答えします。

生徒指導につきましては、あるケースが起きますと、これを周知しなければならない、そういう

生徒指導部会という会議をしなければなりません。また、大きな問題になりますと、学校だけでは

しょい切れないというところもありますので、そういったところで例えば書類を作ったりとか、そ

ういうケース会議のためのいろいろなものを作らなければいけないという煩雑な、普通やらなくて

もいいものをやらなければいけないという事情が起こってくると思います。全ての教員がその立場

に関わってくるというわけではありませんけれども、そういった問題が起こると時間を取るのが大

きいかなというふうに思っています。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 これまで教育長に何点かお伺いをしました。その中で見えてきたのは、生徒

指導に関わるところがやはり教員の多忙化の一番大きな原因の一つではないか、言い換えればそん

な話だったのかなと思いますが、生徒指導といっても、それは様々な指導があると思います。教育

長が今おっしゃったのは、どちらかというと保護者の方々からの苦情だったりとか対応だったりと

か、そういったものも一部含まれているように私は感じたのですが、私もこの質問に先立って、教

育関係者の方から何名かちょっといろいろと教えていただきました。多忙化の一番の原因となって

いるのは保護者対応、これがかなりのウエイトを占めているという答えが、やはり皆さん同じよう

なお話をされていました。

では、なぜ保護者対応が増えたのか。これは、私たちがもちろん子どもの頃と比較してもどうか

なと思いますが、昔からこれはありました。いろいろな保護者からの学校に対する要望ですとか意

見ですとか、そういったことはずっとこれはあったわけですが、それが今教育長のお話の中にもあ

りましたが、少しずつ学校だけでは解決できない、また担任の先生や教員だけでは解決できない、

また教育委員会を通してもなかなかこれは難しい問題だ、やはり法的な見地からお話をいただかな

くてはならない、そういった時代にいつしか変わってしまった。それだけに、やはり当の教員の方

々もその対応に追われてしまう。こういった事例が出てきたということは事実だと思います。

それに対応するために、群馬県のほうでもスクールロイヤー制度の導入、これをたしか2022年度
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から行ってきたわけです。県が行っている事業ですから、当然保護者から学校にそういった意見や

何か苦情等あった場合、学校が対応し切れなければ教育委員会に連絡し、町の教育委員会が県の教

育委員会のほうと協議をして、どういう対応するかということで弁護士が入った中で、訴訟に発展

する前に、それを事前に防ぐためにスクールロイヤー制度、こういうものが導入されたという認識

で私はおります。そこまでついに来てしまったのかという、そういう私は感想も持っています。そ

れが教員の多忙化の原因の一つになっているということは、否めない事実かなというふうに思いま

す。

邑楽町に関しては、そのスクールロイヤー制度、当然これは活用している事例があるのかないの

か分かりませんけれども、もしあるようであればその件数、それからその内容については個人情報

に触れることもあるかもしれませんので、触れていただかなくても結構なのですけれども、もしそ

こまで発展してしまったケースがあったとしたら、その件数だけちょっと教えていただけるとあり

がたいと思います。

〇黒田重利議長 松﨑学校教育課長。

〔松﨑澄子学校教育課長登壇〕

〇松﨑澄子学校教育課長 お答えいたします。

令和４年度の実績ですけれども、町内で１件、スクールロイヤーの活用をいたしました。相談内

容については申し上げられませんが、この案件につきまして、学校や教育委員会が対応してきた事

柄、経緯について、法的な見地から助言をいただくための活用でした。

以上です。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 やはり１件あったということです。それだけ多様化しているということなの

でしょう。保護者側の要望もそうですし、もちろん学校で働く教員の方々の勤務状況だとか、そう

いうことも側面的には影響している部分もあるかもしれませんけれども、いずれにいたしましても、

法的な法律の専門家に委ねなければならないような状況まであるというのが今現状なのかなと思い

ます。

そういうことだけではなくて、町のほうでやっている教育相談事業、こういったものも行政実績

報告書を見ると件数等ありましたけれども、令和４年度の実績ですと190件ほど相談件数があった

ということです。当然直接学校にもあった件数もあると思いますので、その辺の数字も合わせてど

のくらいの件数があったのか、令和４年度の実績で構いませんけれども、そこの数字もちょっとい

ただければと思います。

〇黒田重利議長 松﨑学校教育課長。

〔松﨑澄子学校教育課長登壇〕

〇松﨑澄子学校教育課長 お答えいたします。
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保護者や児童生徒などからの苦情や相談について記録のあるものを小中学校全体で集計しました

ところ、学校へ寄せられたものは、町全体ですが、苦情が48件、相談が273件、先ほどありました

教育相談室に寄せられた相談が190件、教育委員会に寄せられたものは苦情が１件、相談が３件で

ございました。

以上です。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 今課長からいただいた数字を全て合算しますと、私の暗算が間違っていなけ

れば515件、このぐらいあったのかなというふうに思います。これは１年間、休みゼロとしても365日

しかないので、かなりの件数ということになろうかと思います。これを学校と教育委員会、それか

らその相談事業だけでこなしていくというのは、これはちょっと私は無理があると思うのです。当

然スクールロイヤーの活用もいいのですが、これはあくまでもかなり大きな問題として、法的な見

地からの意見をいただくということですから、なかなかそこの事例まで発展することはないにして

も、それ以外の件数がこれだけあるというのは、これをどうにかやはりクリアするというか、全て

は難しいと思いますけれども、今の状況のまんまで果たしていいのかどうかという数字かと思うの

ですけれども、教育長、その点についてはどうでしょう。この数字を減らす努力も必要かもしれま

せんが、逆に今後も増えるというような見込みをするのであれば、何らかの対策が私は必要だと思

いますけれども、そのことについてはどんな見解をお持ちなのでしょうか。

〇黒田重利議長 藤江教育長。

〔藤江利久教育長登壇〕

〇藤江利久教育長 ご心配いただきありがとうございます。この夏休み期間中というのは、ほとんど

何もないのです。何もなかったという報告を校長から受けて、非常によかったなというふうに思っ

たのですが、学校が始まった途端に教育委員会のほうに問合せというか、報告がありました。いろ

いろ子どもが見えないとか、どこに行ったのか分からないとか、そういう問題が実際に起こってい

るということであります。

件数につきましては515件ありますけれども、極力減らす努力はしていきたいのですが、実際に

学校で起こっていることというのは、やはり件数として数えていかなければいけないということで

やむを得ないかなと。それから、それの解決に向けては、学校におきましては相談員も配置してお

ります。また、スクールカウンセラーも県のほうの職員ということで入っておりますので、そちら

の有効活用も考えています。また、各学校で行われている生徒指導部会や教育相談部会、これにつ

いてやはり情報を全体に共有をして、本当に学校一枚岩でやっているということでございます。ま

た、ＰＴＡの方にも協力を願っていることもあります。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 前任の神山議員のお言葉を借りればゼロ回答かなというような感じを今私は
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受けました。冒頭にも申し上げましたけれども、やはりこういった問題を一つ一つ解決していくた

めには、町の教育委員会そのものがどんな対応をしていくのかということに尽きるのかなというふ

うに私は思っています。

一つ事例を挙げますが、スライドしていきますけれども、これは群馬県の教育委員会に対して、

教職員の多忙化解消に向けた協議会というのが設立されておりまして、そこが提言をまとめて今年、

令和５年度に提出をして、各市町村の教育委員会にも当然周知されているものです。学校向けのが

あれば、それから教育委員会向け、それから保護者の関係の皆様向けと、それぞれの分野で教員の

多忙化を解消するために何をすべきかということが提言としてまとめられたものになります。

幾つもそれは項目はあるのですけれども、一番重要なのは、こういった提言がなされても、その

周知が保護者の皆様方に、教育委員会や学校から果たしていっているかどうかということです。邑

楽町でもやっていればいいのですけれども、私が見たところ、ちょっとホームページ上では分から

なかったので、お聞きをしますが、これは右側を見てもらいのですけれども、これは館林市の第六

小学校、ここが発行している学校だより、これの裏面にまとめられた提言書の保護者向けの文面が

掲載されていて、保護者にも周知されている。学校側や教育委員会だけがこの内容を把握していて

も意味がありません。これを保護者側にしっかりと通達をするために、こういった手段を取ってい

るのでしょう。館林市の事例はこういうことです。

それから、これは玉村町のホームページになりますが、玉村町はホームページの中で学校の教職

員の働き方改革に向けてということで、これ提言Ｒ５、先ほどお見せした資料ですけれども、これ

をホームページ上で掲載をし、関係者の皆さん方がいつでも閲覧できるような状況にしているとい

うことです。

果たして邑楽町はどうなのかというところです。学校だよりの件についてもそうですが、ホーム

ページでの周知、また保護者の理解を得るためにこういったことをされているのでしょうか、どう

なのでしょうか、されていれば結構なことだと思うのですけれども。

〇黒田重利議長 松﨑学校教育課長。

〔松﨑澄子学校教育課長登壇〕

〇松﨑澄子学校教育課長 お答えいたします。

邑楽町では、この２学期から学校の電話に留守番電話機能の使用を開始いたしました。これも教

職員の働き方改革、多忙化を解消するための一つの取組でして、令和４年度から校長たちとどのよ

うに取り組んだらよいかを話し合って、導入にこぎ着けたところです。こちらの導入をお知らせす

る通知を１学期の終わりに、保護者宛てに配布をいたしました。その通知の裏面に、保護者向けの

提言Ｒ５を刷り込みまして配布をいたしております。ホームページにはまだ上げていませんでした

ので、松島議員の資料を拝見しまして、早速上げようかなというふうに考えているところでござい

ます。
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以上です。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 保護者側には通達が行っているということですね、違った方法ですけれども。

ただ、ホームページに関しては、まだ取り組んでいないということでした。それはすぐやっていた

だけることなので、実現していただきたいなと思いますし、またその周知が図られることによって、

保護者側の協力も得られる、また理解も得られるということです。そうすれば、必然的に教員の多

忙化も少しずつではありますけれども、解消に向けて動き出すのではないかなというふうに思いま

すが、一番重要なのは、先ほどから申し上げているとおり、教育委員会が何をすべきかというとこ

ろです。教育委員会として、やはりこの問題をしっかり教育委員会内で議論し、総合教育会議もあ

ります、町長を入れた中で。そういったところでも真剣に議論していただく、果たして町の教育委

員会として何ができるのか、そういったところを中心に議論していただいて、やはりその結果も公

表していただくと同時に、保護者の方々の理解を求めていく、そういった手法が私は必要かという

ふうに思っているのですけれども、事前に教育委員会会議の議事録も拝見させていただきましたし、

総合教育会議、年に１回しかやっておりませんけれども、この中身についてもちょっと閲覧させて

いただきましたが、その点についてはなかなか触れられているところがなかったというのが実情か

なと思います。

今後開かれる教育委員会や総合教育会議の場において、またそれ以外の場所でもいいです。教育

に絡んだところでもいいですけれども、町長や教育長は、これからそこでどんな議論を行っていく

のか、多忙化解消に向けてどんな働きかけを行うのか、その点について最後にお伺いをしたいと思

います。それは、それぞれ町長、教育長お二方にお願いをしたいというふうに思います。

〇黒田重利議長 藤江教育長。

〔藤江利久教育長登壇〕

〇藤江利久教育長 教育委員会の中でというのは、なかなか難しいものがありますので、教育委員に

は学校に来ていただいております。というのは、学校の公開授業がありますので、そういったとこ

ろに来てもらったり、校長室で学校の様子を知る、そういう場を設けております。

また、今後起こってくる、今の授業改革の中でもこういった電子黒板を使っての授業とか、そう

いう授業が全くこれから変わってきているという現状も題材というか、議論の内容になっていくつ

もりでございます。もっとも、先ほどから問題になっている子どもたちをしっかり見ていく、子ど

もたちの安全をしっかり確保していくという点につきましても、いろいろなご意見をいただかなけ

ればならないというふうに考えております。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 教職員の多忙化、先ほど課長のほうから答弁がありましたけれども、その多忙化の
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45時間ということの設定の中で、全国平均よりも少なかったという報告を受けたときに、ある面ほ

っとした部分はあります。しかし、そうはいってもそれだけの時間を行っている教職員がいるとい

うことについて、これは真剣に受け止めなければいけないと。先ほど相談件数も、合計で515件ほ

どあるというようなことでもありますが、そういったことを考えたときに、私のほうでは年に１回

といいますか、学校の教育委員の問題として総合教育会議がありますから、そういう場においてや

はり真剣に受け止めた中で、教育委員会のほうにもこのような状況があると、少しでも多忙化を少

なくして、子どもたちにできるだけきめ細かい指導が徹底できるような環境づくりは必要だと思い

ますので、今後十分検討させていただいて、少しでも改善が図られるように努めていきたいと、こ

んなふうに思います。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 町の教育行政のやはり要です、町長、教育長。そのお二方から前向きな答弁

をいただいたのかなと思って、私も多少安堵しているところでございますけれども、先月の８月28日

でした。文部科学省に対して中央教育審議会の特別部会が、緊急提言をこの件に関して行ったとい

うことです。やはり教師の多忙化、教員の多忙化によって、子どもたちに与える影響が大きくなっ

ていく懸念があるということで、この緊急提言を行ったという報道もございました。

成り手不足の大きな要因としては、やはり残業代が教職員に関してはない、つかないということ

です、残業代という名目では。これは、たしか基本給の僅か４％か何かが、給特法でしたっけ、こ

れに基づいて支払われているということだけです。そういったモチベーションというか、幾ら教育

者として正義感を持ってやろうとしても、やはりそういった待遇の処遇の面でもまだまだ改善の余

地がある状況でもあります。そういった部分も含めて、やはり人材確保していかなければならない

ということです。

国のほうも、来年度予算で22億円規模ですけれども、予算をつけたということです。大学や民間

の企業の協力を得て、そこから新たな教員の人材の発掘を促していく事業に充てたりですとか、そ

れから元教員の方々を再度呼び戻すというか、そういう形でマネジメントをやっていただく業務を

行うとか、様々な方面から国のほうも動き出している状況であります。そういった状況も踏まえた

中で、町としてもう一度町の教育委員会として、また町長部局もそうですけれども、この問題につ

いて、これは大きな問題です。子どもたちに直結する問題です。それを真剣に議論していただいて、

県のほうの教育委員会、ひいては国のほうにもやはり積極的な働きかけを行っていただいて、働き

方改革も含め教育現場の環境の改善を目指していただきたいと切に要望いたします。この件につい

ては終わります。

それから、次の質問になりますが、当初一番最初に行うはずでした金子町長の政治姿勢について

ですが、これは前回の質問の中でも私させていただきました。後から見直したところ、ちょっと苦

言を呈したのかなと思って多少私も反省しているところでありますけれども、これは前回伺ったの
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は、私たち議員が行っている一般質問、これが終わった後、庁議設置規程という規程がしっかりあ

るにもかかわらず、それに基づいて庁議すら長年開催していなかった。一般質問の対応について特

化して議論を行ったのはたった１回だったということで、これは金子町長就任以来ですけれども、

そういった報告も総務課長のほうからございました。その後３か月経過いたしました。庁議設置規

程では第４月曜日、これに庁議を行うという規定がありましたが、残念ながら先ほど申し上げたよ

うな状況でありましたが、３か月たったところで、果たしてこれがどんな状況になっているのか、

まず確認をしたいところなのですけれども、その前に、思い起こせば、まだ先日ですが、おうら祭

り、久しぶりに開催されました。夜空に咲く大輪の花と申しましょうか、きれいでしたね、花火が。

町長もちろん御覧になったと思うのですけれども、私久しぶりにあのきれいな花火を見て、ふと夜

空を見上げていましたら、金子町長を思い出したのです。ぱっと咲いて、ぱっと散るみたいな。そ

れと、これからお話しする内容がかぶるかどうか、それ関係するかどうかは、それは分かりません

けれども、そのように本当に私思ったのです、何かに似ているなみたいな。金子町長が今まで歩ん

できた町政運営なのか、それとも私の人生なのか、それは分かりませんけれども、本当にそういう

気持ちになったのです。

俗に、あと白鳥、今時期でありませんけれども、白鳥を見たときにも金子町長を思い出したこと

がありまして、そのときに思い浮かんだ言葉が「立つ鳥跡を濁さず」。鳥が飛んでいくときに後始

末、きれいにしていくというか、自分がいた形跡を残さない、しっかりきれいにしていくというよ

うな意味合いのことわざなのでしょうけれども、そういったことも思い出しました。これも、この

後お聞きする質問とかぶるかどうかは分かりません。ただ時期的に、選挙管理委員会のほうも今年

の12月３日が投開票ということで町長選挙が行われると、執行するというようなお話も報告として

私どものタブレットに来ていましたので、ここで言ってもいいのでしょうけれども、その町長選挙

に向けた意気込みといいましょうか、その辺もちろん多分明言は避けると思うのですけれども、分

かっていて私も聞くのです、実は。でも、それだけ町民の方々も興味もあるし、当然ここにいらっ

しゃる関係者の方も、その辺については非常に私は興味深いことだと思うので、できる限り金子町

長の本心をやはりここで引き出さなくてはならない。私にはその使命が勝手にあると思っています。

ですから、そういった私からの期待値も含めて、ぜひ分かりやすくイエスかノーか、その辺につい

て教えていただければありがたいなというふうに思います。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 松島議員のご質問は、非常にすばらしいご質問だというふうに受け止めました。人

は、時にはやはりいろんなことで思い起こし、それを基にして大きく大成する方もおられるでしょ

うし、またいろいろ悩みも尽きぬ方もいるだろうというふうに思います。

そういう中で、いろいろご質問の中で十分な回答が来ないことが分かっている上でお聞きしたい
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ということなので、私も非常にお答えしづらい部分があるのですが、しかし、９月２日の上毛新聞

によりますと、私の任期が12月18日ということですから、その前の12月３日に投開票があると。そ

の５日前、11月28日が告示日だということは掲載されていたかと思います。これは新聞報道。その

新聞報道の中で、４期目の現職金子正一、私は態度を明らかにしていない、そのほかに出馬に向け

た動きは表面化していないという報道があったかと思います。その目立った動き方について、私は

特に存じ上げておりませんけれども、水面下でどうなっているか、それは分かりません、表面化し

ていないということですから。ただ、私の態度ということは新聞報道にあったような形で、そのと

おりかなというふうに思いますが、そういうことを受けて間近に迫っているので、はっきりするべ

きではないかということですけれども、私の現時点での考え方というのは報道のとおりであります。

報道のとおりでありますけれども、今後状況を見据えた中で、その問題については対応していくと

いう考え方でもありますので、ではその状況はどういうことかという話も出てくるかと思いますが、

それはその時々の状況を自ら判断をして、態度の表明をするということでありますので、まさに議

員がご指摘されましたように、この５期目に向けたということについては、現時点ではそのような

形でお答えをさせていただくということでご理解をいただきたいと思います。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 私の質問を褒めていただいたということなので、これは私の勝手な解釈とす

ると、まだもちろんやる気満々だし、松島そんなこと、失礼なこと聞くのではないよと、当たり前

ではないかと、今まで４期やらせてもらってきたけれども、まだまだやり残したことは山ほどある

よと、当然町政運営は止まってはいけない、動いているのだと、そういうこと何度も町長おっしゃ

っていますけれども、まさに私はそのとおりなのかなって、今そんな感じを受けたのです。ちょう

ど４年前にお伺いしたときには、町長のほうからおかげさまで健康にも恵まれているというような

お話があったものですから、新聞記事には「４選目に意欲」ということで報道されたわけです。実

際にそういうことになったわけですけれども、出馬をされたということで当選をして、今現在に至

っているわけですが、ちょうど４年たった現在でも、そういった状況というのは私もそんなに変わ

っていないのかなというふうにも思います。

ただ、町長おっしゃっていたように、今後の状況を踏まえてと、判断していくというような限り

なく抽象的なお話でしたけれども、やはり現職です、金子町長。まして４期務めていらっしゃると

いうことです。前回もたしか申し上げたと思うのですけれども、できる限りその態度を早く表明す

ることが、私は町民の方々に対しての礼儀かなという部分もあります。迎え撃つ新人ではなくて現

職ですから、あくまでも。今までやってきた経過も踏まえれば、このまま継続すべきか、それとも

退くべきか、そういった判断はなるべく早くそれはしていただいて、町民の方、また支持者の方、

後援会の方々、そういった方々に示していただくことが邑楽町の未来を明るくする、それが一助に

なるのではないかなというふうに私は思っています。
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この件について何度お聞きしても、多分同じ答弁が返ってきて時間が終了ということで、傍聴人

の方に私も怒られてしまいますので、次の質問に移りたいところですが、一応総務課長の登壇も予

定はしてありました。聞いても聞かなくてもいいような状況になってしまったのですけれども、金

子町長はこのままやはり継続して、まだやるよということであれば、その庁議の開催状況について

伺って、その状況に対して今後どうしていくのだというお話もしたいところなのですけれども、今

の話ですと聞いていいのか聞いていけないのか、私も非常に迷っているところです。辞めてしまう

方に聞いてもしようがないので、そうではないですか。今後も町長が継続していくということであ

れば、その点についてもお伺いする価値があるのかなと思いますが、そういった状況でもなさそう

なので、総務課長におかれましては大変失礼でございますが、多分答弁書一生懸命書いていただい

て、準備はされたのかなと思うのですけれども、時間の関係もございます。30分残りました。これ

は想定外です。もう一つの項目が30分できるということで、これは中身の深い議論が私はできるの

かなと思っております。

それでは、次の項目に行きます。県道20号線の振動問題についてということです。県道20号線で

ございますけれども、行田足利邑楽線、足利市から栃木県、群馬県、それから埼玉県につながって

いる県道、邑楽町町内で言えば向地、千原田の信号から南に、本中野駅の方面に向かってくる道路

です。あの道路が近隣の住民の方々から、これはかなりの振動があって、やはり何とか改善してほ

しいというようなお願い、要望書、こういったものが出されていたかと思います。それから現在に

至るまでの経過について、課長のほうにまずはお伺いをしたいというふうに思います。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

県道20号線、主要地方道足利邑楽行田線ともいいますが、こちらの振動対策のための道路改良工

事の推進につきましては、令和３年10月８日付で地元行政区の区長及び土木委員の連名によりまし

て邑楽町長宛てに要望書が提出され、令和３年11月19日付で町長名により道路整備推進についての

要望書を館林土木事務所長へ提出いたしました。その後、現在に至るまで道路事情の改善が図られ

ない状態が続いているため、今年の７月３日に県道沿線の行政区の区長５名の連名によりまして、

道路改良工事等の推進について県への積極的な働きかけをするよう、町長宛てに要望書が提出され

ました。町では、７月４日に土木事務所長、８月17日に群馬県県土整備部長を訪問し、それぞれ町

長より整備促進についての要望書を手交いたしました。

建設環境課におきましては、振動規制法に基づく道路交通振動の測定を８月21日から23日にかけ

て、当該道路の堀田橋から群馬銀行邑楽町支店の区間の３地点で実施いたしました。測定結果につ

きましては、振動レベルは３地点とも環境省で定める限度内でございました。しかし、振動の最大

値は、昼間は堀田橋南の地点で午前10時頃に81デシベル、夜間は群馬銀行邑楽町支店の午後11時30分
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頃と、７区区民館の午前３時頃に79デシベルが計測されております。また、群馬県では舗装の強度

や支持力を把握するためのＦＷＤ調査を８月24日に実施いたしました。こちらの結果につきまして

は、まだ出ていないと県の担当者に確認をしております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 今課長のほうから、これまでの経過について時系列で説明いただきました。

要望書が最初に提出されたのは令和３年10月８日付ということは、約２年前ということです。しか

し、検査が行われたのは８月、先月の21日から23日まで、これが振動検査、それから24日にＦＷＤ

検査、これは県のほうの検査ということですが、随分とその間、期間がありました。どうしてこう

いった状況になったのか、その原因についてお伺いをします。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

令和３年に要望書が地元の方から提出されてから、改善が図られなかったということでございま

す。群馬県は令和３年当時も、先ほど申し上げましたとおり町長名で提出を行い、整備の推進を要

望してまいりました。しかし、その後も具体的な進捗が見えない状況が続いておりました。これに

つきましては、町からも県への確認などが足りていなかったという状況だと思っております。改善

が図られなかったことにつきましては、十分反省をしたいと思います。

以上でございます。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 約２年もの間、調査自体もされなかったということです。これは、法に基づ

けばどういった状況になっているか、これからご説明申し上げますが、まず電子黒板を御覧いただ

きたいのですけれども、ちょっとアップにしますが、これ県道20号線のウエルシアの東側のすぐ道

路です。日曜日に撮影しました。ちょうどお昼頃だったと思うのですが、これの状況を見てもらえ

れば分かるのですが、真ん中にかなり大きなクラックが入っていて、くぼんでいる状況です。目視

ですと分かるのですけれども、かなりの段差がついている状況になっています。ここ日曜日でした

ので、あまり大型車は通っていなかったのですけれども、見たところ10トントラックぐらいの大き

さのトラックが通りました。群馬銀行の信号が青ですと、南から北へ向かうわけですけれども、そ

のままスピードが緩まずに走ってくるというところです。ちょうど中野小学校のプールのあそこの

信号のところまで、そんなに距離はないのですけれども、あそこも仮に青だとします。そうなると

ずっとスピードが出ている、50キロメートルぐらいのスピードで来るのでしょう。私立っていたの

ですけれども、かなりの音とかなりの振動を感じました。これが夜中に毎日のように起きているの

かと思うと、これは正直な話、相当これ睡眠時間に影響が出てくる、ひいては体調にもそれが悪影
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響を及ぼす。これは、住んでいる方々、たまったものではないなというのが私の感じた状況でした。

こういった状況がずっと続いてきてしまった原因は、町から県への確認が足りなかったみたいな

ことを言っていましたけれども、そもそも、また電子黒板見ていただきたいのですが、これは環境

省のほうで定めているホームページに掲載されている振動規制法という法律の体系図になります。

今私が赤いペンで丸をつけたところ、この部分を御覧いただきたいのですけれども、これは道路交

通振動が起きた場合に、どこで測定を行うかということで（19）となっていますが、これは振動規

制法の第19条という意味です。この下を見ますと、ここです。このマークのところです。黄色に緑

の色で枠がつけてあるところです。これとここが一致しますので、当然ここに書いてあるとおり市

町村が行う事務として定められているのが、この道路の振動の測定なわけです。しかし、私が最初

にその要望書を令和３年10月８日付で行った地元の方にお伺いをしてきましたところ、中野小学校

の信号から西側に約30メートルほど入った家屋の中で測定した測定値を、令和３年８月24日と25日、

２日間にわたって深夜３時から朝の６時ぐらいまでの３時間の間ですか、その間に限定して数値を

しっかりと振動計で測って、その振動計も町からお借りして測ったらしいです。数値を上げて、そ

れもつけて令和３年10月８日付で町長に対して要望書を出したわけです。まず、町長がここで行う

べき対応というのは、この振動規制法に基づいて、しっかり市町村ですぐ測定をし直す。当然住民

の方が行った測定値が、国で定める要請限度と同様ということにはならないと思います。それであ

るのでしたら、当然ここに書いてあるとおりの義務を果たすべきところなのです。そして、測定を

して出た数字に基づいて、要請限度を超えていれば道路管理者である群馬県知事のほうにその対応

を求めるというのが必然的な流れだったのですが、そういった指導がされておりませんでした。だ

から、約２年間もないがしろにされてきたということです。

そして、さすがに関係する住民の方々も、もうこれは限界だということで私のところにもお話が

ありました。たしか今年の選挙のすぐ直前だったと思いますが、まず話があったのは。そこから、

私もこういう手段取りたくなかったのですけれども、やはり県道ですから、当然県議会議員のお力

も借りなければならないということで、森県議のほうにお話をさせていただいて、すぐさま行動を

起こしてくださり、少しずつでありますが、この件について事が動いていったということです。よ

うやく今年の８月になって調査がされたということになろうかと思います。本来行うべき市町村長

である当然金子町長のほうで、この辺が課との連携がしっかりと図られていて、県のほうにもその

測定をした結果を報告するなり、それなりの措置が取られていれば、ここまで時間がかかることが

私はなかったと思うのですけれども、その点についての町長の見解をお伺いしたいというふうに思

います。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 これは、ただ長時間かかってしまったということについては、おわびをしなくては
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ならないかなと思っております。強いて言えば、やはりそのときの対応ということについて、地域

の沿線の皆さん方の大変な思いというのは、つぶさに感じて行っていかなければならないというこ

とになるわけですが、結果として２年半、約３年たった中で、実は先ほど課長のほうからも答弁が

ありましたけれども、館林土木事務所がこの周辺を管理しているわけでもありますので、担当と行

って早急な改修ということをお願いした経緯もあります。

その後、８月17日だったと思いますが、この所長を通して県の県土整備部長のところへも、この

ような状況だということで要望してきた経緯はあります。そのときの回答というのは、県は県とし

てやはり地盤がどうなのか、軟弱なのか、大丈夫なのかいろいろ調査をして、ＦＷＤ検査をして、

対象となればいち早く実施をしますという答えはいただきましたけれども、その結果はまだ来てお

りませんけれども、いずれにしても言い訳になってしまいますが、それだけの時間がかかったとい

うことについては、おわびを申し上げなければならないと、こんなふうに思っておりますので、今

後は担当をして、私自身もいち早くそういったことは改善できるようにお願いはしてまいりたいと、

こんなふうに思っております。

たまたま邑楽町は、国道354号線から国道122号線に抜ける道が３本あるわけです。この県道20号

線と、それから赤岩足利線と、これは町道ですけれども、町道の１号線が、そこを南北の通過の車

両等が大変増えております。したがって、この分についても県のほうにもお願いをしてきて、たま

たま町道１号線についてはそのようなことがあったものですから、大型車両の通行規制というのも、

夜10時から翌朝の６時までは大型車両は通行ができなくなる、そのような公安委員会の指定も受け

ましたので、大変以前よりはよくなったと思いますが、しかし、この赤岩足利線、それから足利邑

楽行田線のこの２本については、大変振動があるということ私も十分承知しています、赤岩足利線

の沿線に住んでいるものですから。ですから、地域の皆さん方に大変な思いをさせてしまったとい

うことについては、重ねて申し上げますけれども、これからそういうことがないように努めていき

たいというふうに思いますので、よろしくまたご指導賜ればありがたく思います。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 反省をするのは誰でもできるのですが、その反省の念に立って何をすべきか

ということが、これは重要になってくるわけです。

今町長のお話の中にもありました。町長が沿線上に住んでいらっしゃると言った赤岩足利線です

か、私の気のせいかどうか分からないですけれども、町長の家のすぐ前ってきれいになりましたよ

ね、道路が。何年か前になりました。恐らく振動なんか全然起きないぐらい非常にきれいになって

しまっていて、なぜなのだろうと不思議に思っているのは、私だけではないのかなとは思うのです。

いずれにいたしましても、同じ県道ですから、いろんな力が働いてそういうことになったという

ことであれば、それはそれで結構なのですが、ただ困っている方々ももちろんいるということです。

現に、これだけの写真を先ほどお見せしましたけれども、ここは一部です。この状況は一部です。
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相当なわだちができています。そのわだちによって、当然車が車輪を取られて事故を起こす原因に

もなるかもしれません。ここは通学路にもなっています。写真にもありますとおり、白線の隣に緑

色のラインが引いてあるということは通学路です。この通学路が非常に狭いのです、歩道が。です

から、中野小学校の登下校の生徒たちに、もし万が一この道路の損傷状況が影響して事故でも起き

たら大変なことになるわけです。そういった状況だって、可能性とするとゼロではないです。どん

どん、どんどん日を増すごとに高まっていっている状況です。

その状況を一つでも改善していただくためには、先ほど課長の報告の中にもありましたが、振動

検査では国が指定する要請限度、これを下回っている結果ではあったけれども、一時的な数値です

と81デシベルとか79デシベル、これは要請限度が夜間ですと第１種ですと60、それから昼間ですと

65デシベルというところです。これは大きく超えています、81とか79。これかなり場所によっては、

それだけの瞬間的な振動が出ているということです。３か所で行ったということでしたけれども、

この３か所以外にも、やはりもう少しほかの地点で計測していただく必要性も私はあるのかなとい

うふうに思っています。あくまでも、国が定めた要請限度を超えなければ県知事のほうに要望がで

きないということであるのだとしたら、１回だけの調査ではなくて、これを２回、３回と行ってい

く、費用的な部分ももちろんありますけれども、そういった方向性もやはり検討していただいて、

早急な対応をしていただく必要があると思いますけれども、この点については予算の部分も関わり

ますので、課長、町長どちらでも結構ですが、前向きな答弁をいただければありがたいなと思いま

す。

〇黒田重利議長 金井建設環境課長。

〔金井孝浩建設環境課長登壇〕

〇金井孝浩建設環境課長 お答えいたします。

まず、８月に町で実施しました振動測定箇所につきましては、地元の役員の方とご相談させてい

ただいた上で、町で現地を確認して今回の３か所の選定をさせていただいております。しかし、環

境省の道路交通振動測定マニュアルによりますと、測定の結果、要請限度を超えていない場合でも

市町村は道路上の段差やわだち等、道路交通振動の発生原因となり得る状況の把握に努め、道路交

通振動の状況を道路管理者に情報提供することが望ましいというふうになっているため、それに基

づきまして適切な対応を取っていきたいと考えております。

今議員のご指摘のあった場所、ウエルシアの東側付近というところでございますが、こちらにつ

きましては、道路管理者でございます群馬県が実施しておりますＦＷＤ検査の結果を確認しながら

となりますが、町としても道路交通振動の発生原因の状況把握に努めることも必要なため、ＦＷＤ

検査の結果によりましては、再度振動測定の実施を考えていきたいと思っております。

なお、今後も道路管理者である群馬県へは、町として引き続き舗装改修等道路整備の推進につい

て要望を行ってまいりたいと考えております。
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以上でございます。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 県のほうのＦＷＤ検査の結果を待って、その結果を踏まえて、やはり再調査

をしていくかどうかを決めるというような非常にありきたりな事務的な答弁でした。

県のほうも、もちろん検査を行う以上は、その県が行ったＦＷＤ検査の結果、これを最大限恐ら

く尊重した中で、どうするかということで決めていくのでしょう。ですから、町のほうが振動検査

の結果に基づいて、その振動規制法に基づいてもちろん要請をすれば、それは強いですが、また基

準値が下回っているということで何の改修もされないということになってしまっては困るわけで

す。ですから、先ほどから申し上げているとおり子どもたちの命、安全、地域住民の安眠、こうい

ったものを考えると、その調査結果にかかわらず、早急に町長とすると何かしらの対応をしっかり

考えていただかなくてはならないかなとは思っているのですけれども、積極的にやはり当然県です

けれども、町長、県のほうに具体的にどんな働きかけをいつ頃されていくおつもりでいらっしゃる

のでしょうか。県のＦＷＤ検査の結果って、恐らく何か月もかかるのかなと思うのです。ほかのと

ころも一緒に検査していますから、その辺はちょっと時間が恐らくかかると思うので、そんなに待

っていられない状況かと思います。

それから、県のほうの計画とすると、ウエルシア、群馬銀行のところの信号の歩道の拡幅、そう

いったものも検討等はされていますが、残念ながら県のほうの計画を見ると、その計画を実行する

年度は空欄になっています。ですから、いつ始まるのか分かりません。昔から歩道が狭いというこ

とで要望は出しているのでしょうけれども、それを待っていたのでは、振動の改善にはちょっと遅

過ぎるというふうに私も思いますので、それは早急に町長がやはりトップとして働きかけを行って

いく必要が強くあると思いますので、その点については具体的にお示しをいただきたいと思います。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 県道20号線については、都市計画道路ということになっておりまして、以前この南

側といいますか、西小泉線の南になりますが、これについては狸塚から歩道もでき、そしてこの役

場へ入る町道幹線５号線のところの右折帯も地権者の皆さんの協力をいただいて、これを実施する

ことが決まりました。したがって、今度は西小泉線の北ということになりますが、これも当初の都

市計画決定では、これが今平面での踏切になっていますが、以前は高架橋だったと。これは、前の

県の土木整備部長のところに行って、地域の皆さんの利用で大変使い勝手が悪いと、したがって平

面の踏切にしてほしいということで、あのような形になった経緯はあります。

さて、今の現在の状況ですけれども、先ほど通学路の話がありましたけれども、この通学路は大

型車両が通行するときに、子どもたちが通学するのに危険な状態、一般の方も自転車でというと大

変危険な状態があるわけです。ここへ来て、小学校の校長先生をはじめ保護者の皆さんの協力をい
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ただいて、あそこは踏切から200メートルぐらい北へ行ったところにセブンイレブンのお店があり

ますけれども、あそこに横断歩道を設置してほしいということで、これは大泉警察署を通して公安

委員会のほうにお願いしているところでもあります。

さて、この改修と都市計画道路の通りに進めてもらうということは、大変時間がかかるだろうと

思いますけれども、そうはいっても早い段階での改修をしていただくということでなければ、今ご

質問があったことについては改善されないということになりますので、これはまた結果が出て、そ

の結果がどうなっているかということによっては、これはもちろん私のほうからも、また館林土木

事務所を通して県の土木整備部長のほうにも行って、早急な改修についての要望はしたいと、これ

は思っております。

本当に陳情を５人の区長からいただいたときのことを考えると、大変遅くなってしまったわけで

もありますが。しかし、過去はそういう事実はあったとしても、それを一日も早く改修するような

努力はしていきたいというふうに思いますので、大変ご苦労、苦痛を与えてしまったということも

ありますが、一日も早く改修に向けて私自身も努力をしてまいりたいと、こんなふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 非常に力強い前向きな答弁をいただきました。今町長がおっしゃったことを

実現するには、ちょっとあと３か月足らずの任期では、私は足りないような気がするのです。今の

お話を伺いますと、全然その先も私はやるのだというような意気込みを感じましたが、そういった

私の感じ方は正しいのでしょうか、間違いでしょうか、最後にお聞きしけれども、どっちでしょう。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 その考え方が正しいか正しくないかということの判断は、松島議員自身がご判断い

ただく、それでよろしいかと思います。

〇黒田重利議長 松島茂喜議員。

〇11番 松島茂喜議員 ご期待に添えず、それは判断する私立場にも身分にもありませんので、私の

ほうではもちろん判断できないということです。

いずれにいたしましても、町長選挙のことについて多少触れさせていただきましたが、町民の方

々からは、どうするのだ、態度を明らかにするべきではないかと、現職である以上やはり早めに伝

えるべきではないかというようなご意見を伺っているのは事実でございますので、その点は十分ご

考慮いただいて、一日も早くその表明をしていただければありがたいなと、表明というか、進退に

ついてはっきりしていただくことがいいのではないかなというふうに思います。

以上、時間もぴったりということで60分で終わらせようと思ったのですけれども、やはり75分か

かってしまいました。大変長い時間ご清聴いただきましてありがとうございました。
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〇黒田重利議長 暫時休憩いたします。

〔午後 ３時０５分 休憩〕

〇黒田重利議長 休憩前に引き続き一般質問を行います。

〔午後 ３時２０分 再開〕

◇ 佐 藤 富 代 議 員

〇黒田重利議長 ７番、佐藤富代議員。

〔７番 佐藤富代議員登壇〕

〇７番 佐藤富代議員 今日最後の質問になりました。議席番号７番、佐藤富代です。どうぞよろし

くお願いいたします。

本日のテーマは、帯状疱疹予防接種費用助成制度の活用についてです。初めに、令和４年度で群

馬県下25市町村が帯状疱疹予防のワクチン接種に対する独自の助成を始めました。しかし、館林市、

邑楽郡５町はその時点では取り組んでおりませんでした。健康づくり課では、今年度中に近隣と足

並みをそろえた導入を検討したいという意向でありました。今議会において予算を承認、10月から

実施が決まったばかりです。この新しい制度を利用すれば帯状疱疹にかからない、かかっても軽症

で済むだろうと、町民の皆さんの期待は大きいと思います。

町民への情報提供と受診行動を促す取組について質問させていただきます。帯状疱疹予防接種費

用助成制度の概要について伺います。まず、導入の意義、また目的について担当課長に伺います。

〇黒田重利議長 久保田健康づくり課長。

〔久保田 裕健康づくり課長登壇〕

〇久保田 裕健康づくり課長 帯状疱疹につきましては、簡単にちょっと帯状疱疹についてお話しさ

せていただきます。体内の水痘帯状疱疹ウイルスが活動を再開することで発症するというものでご

ざいます。子どもの頃にこのウイルスに初めて感染すると、水ぼうそうという発症をいたします。

治った後も、ウイルスは体内に潜んでいるということでございます。ふだんは、体の免疫力によっ

てウイルスの活動が抑えられているため発症はありませんが、免疫力が低下するとウイルスが再び

活動し増殖し始めて、神経の流れに沿って神経節から皮膚へと移動し、帯状に痛みや発疹が出てき

ます。個人差はございますが、徐々に痛みが強くなり、眠れないほど痛むこともあるようではござ

います。症状は３、４週間ほど続くとのことでございます。通常痛みは水ぶくれや赤い発疹が治る

とともに軽くなりますが、皮膚の症状が治った後も長期間にわたって続く痛みを帯状疱疹後神経痛、

アルファベットでＰＨＮと言うみたいですが、そちらの神経痛が残って、長期間にわたって痛い思

いをするというところでございます。こちらにつきましては、加齢とともにリスクは高くなると言

われていて、注意が必要でございます。ウイルスは神経の流れに沿って障害を及ぼすことから、障
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害や後遺症が残ることもございます。このような帯状疱疹は、ワクチン接種で予防ができるという

ことでございます。

ワクチンにつきましては、生ワクチンと不活化ワクチンという２種類がございます。議員のほう

から先ほどお話がありましたとおり、ワクチン接種することによりまして免疫力を高め、帯状疱疹

の発症を予防することができ、また発症しても軽症で済み、帯状疱疹後神経痛などの後遺症の予防

につながります。この帯状疱疹後神経痛が残存する場合としない場合では医療費も大きく違ってき

まして、予防により医療費の抑制にもつながる状況でございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 佐藤富代議員。

〇７番 佐藤富代議員 ワクチン接種の概要についてありがとうございました。

ここで質問ですけれども、導入されるワクチン接種と、またその助成等について担当課長に伺い

ます。

〇黒田重利議長 久保田健康づくり課長。

〔久保田 裕健康づくり課長登壇〕

〇久保田 裕健康づくり課長 それでは、先ほどワクチンの話をしましたので、ちょっとワクチンの

２種類について触れさせていただきます。

主に50歳以上を対象にしたワクチンで、生ワクチンと不活化ワクチンがございまして、生ワクチ

ンは１回の接種という形になっています。不活化ワクチンは２回の接種が必要になり、接種費用も

違います。生ワクチンは皮下注射で１回の接種となっておりまして、免疫の持続期間は５年程度と

されております。接種費用につきましては、8,000円から9,000円ぐらいというお話を聞いておりま

す。不活化ワクチンは筋肉注射で２回の接種が必要になりまして、免疫の持続期間は９年以上とい

うお話を聞いております。発症予防効果は、ある文献から見ますと不活化ワクチンが90台と高いよ

うなお話でございます。接種費用は、不活化ワクチンについて１回２万円台前半ぐらいと聞いてお

ります。なお、帯状疱疹ワクチン接種は、予防接種法上の高齢者インフルエンザ予防接種や高齢者

肺炎球菌予防接種のような定期接種ではございませんので、任意接種となっているところでござい

ます。

続きまして、助成内容についてお話しさせていただきます。目的につきましては、帯状疱疹予防

接種を希望する人に対しまして経済的負担を軽減しまして、健康の保持増進を図るため、費用の一

部を10月から開始するということでございます。対象者は、接種時に邑楽町に住民登録がある50歳

以上を対象としまして、助成額につきましては、生ワクチンが１回接種で4,000円を助成、不活化

ワクチンは２回接種で１回１万円を助成するという予定となっております。対象となる接種は、令

和５年10月１日以降の接種から対象とします。

助成方法につきましてですが、まず初めに助成金交付申請というのを一旦していただきまして、
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町から予診票と済み書、接種した後、接種済みですというのを書いてもらうものですが、済み書の

用紙を発行しまして、接種の際には町からの予診票と済み書を持って接種していただく必要が生じ

ます。接種につきましては、館林市邑楽郡医師会管内の医療機関で接種の場合は、医療機関におい

て接種料金から助成額分を差し引いた金額を接種を受けた方が支払う方法と、館林市邑楽郡医師会

管外の医療機関で接種の場合は、接種料金を接種を受けた方が全額支払いまして、領収書などを添

付して申請により助成額分を支給する償還払いの方法となっております。

なお、償還払いによる助成額分につきましては、現金ではなく地域通貨であるコハクペイで支給

する形となっております。接種見込み人数としましては、今年度は400人を見込んでおります。そ

のうち、生ワクチン接種を３割、不活化ワクチンを７割と見込んで予算等の計上もさせていただい

ております。

以上でございます。

〇黒田重利議長 佐藤富代議員。

〇７番 佐藤富代議員 ありがとうございました。今お話をお聞きしまして、不活化ワクチンのほう

が予防効果も高いし、そしてまた持続性もあるということで、不活化ワクチンのほうが使い勝手が

いいというか、住民にとっては使いやすいのではないかなというふうに受け止めました。そして助

成についても、今まで高い高いということでなかなか手が出なかった状況だと思いますけれども、

２万円、約50％ぐらいが補助されるというふうに理解してよろしいでしょうか。はい、ありがとう

ございます。

では、次の質問に入らせていただきます。町民への周知についてお伺いいたします。今お話しい

ただきましたワクチン接種を受ければ補助金がもらえるという、本当に町民としてはありがたいこ

とです。しかし、任意の接種であるために、自分はどうしようか、またやったほうがいいのか、あ

るいは副作用もあるかもしれないし、やらないほうがいいのか、そういったことを自分で判断して

申し込む仕組みです。邑楽町のそういった健康づくり、予防に対しては、各種検診とか肺炎球菌ワ

クチン等も、なかなか受診率も決して高くはない状況にあるのかなというふうに受け止めておりま

す。そういった中で、今回任意のワクチン接種が導入になるということで、ぜひ住民の皆さんがし

っかりとそのことを理解して、私はやっぱり受けてみようと思うような、そういった町民への情報

提供の方法、町民の受診行動を促す取組について担当課長に伺います。

〇黒田重利議長 久保田健康づくり課長。

〔久保田 裕健康づくり課長登壇〕

〇久保田 裕健康づくり課長 助成開始についての情報提供につきましては、町広報誌の10月号やホ

ームページ、おうらお知らせメールでお知らせいたしますので、詳細はそちらをご確認いただけれ

ばありがたいかと思います。

また、町立公民館や体育館など、町内医療機関へのポスター掲示もお願いしていく予定でござい
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ます。ポスターとしましては、今ちょっとこんな感じでというのを送らせていただければと思いま

す。電子黒板のほうにも掲示をしたいと思います。ちょっと時間かかりまして申し訳ございません。

こちら、今お話ししましたポスターでございます。もちろん医療機関のほうにも接種のお願いと説

明をして、このポスターを掲示していただくような形を考えております。このような形で多くの方

が目に触れる機会に努めまして、任意接種ではありますが、接種のきっかけになればと考えており

ます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 佐藤富代議員。

〇７番 佐藤富代議員 ありがとうございました。楽しいポスターも作っていただいて、町内、ある

いは医療機関、いろんなところに掲示していただいて、皆さんの目に触れるように、ぜひ有効活用

をお願いしたいというふうに思います。

次に、先ほどもお話ししました、なかなか任意接種、そうした状況の中で町民の受診行動、接種

を受けよう、そういった気持ちを起こさせる行動につながる、そういった取組について担当課長に

お伺いします。

〇黒田重利議長 久保田健康づくり課長。

〔久保田 裕健康づくり課長登壇〕

〇久保田 裕健康づくり課長 先ほどもお話ししたとおり、なるべく皆さんの目に触れるような形で

ポスター等を活用していきたいかなと思いますし、受診のきっかけとなるような機会をつくるとい

うところでは、住民組織の方の集まりとかそういうところにも働きかけていくとか、そういうこと

も今後考えていきたいと思います。ただ、任意接種という部分、定期接種ではないので、推奨とい

うところまでのものではないので、なかなかそのさじかげんというか、そういうところは難しいで

すけれども、できる限りそのような形で、あと問合せ等あれば、懇切丁寧に帯状疱疹の関係、また

予防接種の関係等を説明できるようにはしていきたいかなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 佐藤富代議員。

〇７番 佐藤富代議員 任意接種であるというところで、いかに住民の皆さんが自分にとってやっぱ

り受けたほうがいいのだという、そういった判断をして、初めて受診の手続につながると思います

ので、本当にその促す、どういうふうに動機づけていくかということはとても難しいことである。

だけれども、その動機づけがなければ、人間って行動に移らないのではないかというふうに考えて

おります。

今お話聞きましたけれども、私たちは新たなことに対する戸惑い、不安、何をどうすればいいの

かという、やはりそういった不安は当然持つと思いますし、それに対して問合せという行動を取る
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ことに対して、対応は可能だと思います。でも、今回のこれはやはり普通の新しい出来事というよ

りも、自分にとっての危機をどう回避するか、帯状疱疹という、そういった病気をどう回避するか

というところなのですけれども、私たちは健康なときはいろんな情報を何げなく受け取っていると

思います。あるいは、右から左に通過させていると思います。でも、いざ病気になったとき、やっ

ぱり慌てるのが人間の常ではないかなと思います。特に初めて体験する様々な出来事、病気になっ

たという、それに伴う出来事によって頭が真っ白になってしまう、何をどうしていいか分からない、

そういった状況って私も経験しておりますし、みんな経験していると思うのですけれども、そうい

った人間の危機といいましょうか、病気になったとき、そのことも含めたそういった住民の不安に

どう向き合っていくのか、寄り添っていくのか、もう一度そういった辺りのことについて、もし今

後考えていくというようなことがありましたら、担当課長にお伺いいたします。

〇黒田重利議長 久保田健康づくり課長。

〔久保田 裕健康づくり課長登壇〕

〇久保田 裕健康づくり課長 先ほどちょっとお話はしてしまいましたが、窓口関係等もあるかと思

います。電話等の問合せもあるかと思います。帯状疱疹についてお話しすれば、帯状疱疹予防につ

きましてはテレビＣＭで呼びかけているのを御覧になっている方が多いかと思います。それにより

まして、帯状疱疹というものが大分浸透しているのかなというところを感じているところではござ

います。

接種に当たって、分からない点があったり不安に思うようなことで窓口等、また電話等で相談が

あった場合には、こちらとしましては、電話では分かりやすいように説明して、接種の関係もこう

ですよというところはお話ししたり、窓口に来られた場合には、それ用の窓口でお渡しできるパン

フレットをご用意して、助成制度も含めまして帯状疱疹の予防接種について分からない点等は説明

できればなというところで、なるべくご本人様に分かりやすいように、またご自分で最終的には接

種を判断いたしますので、もちろん先生と相談して最終的な判断ということにはなりますが、その

ような形でいければと思いますし、予防接種だけではなくて、例えば発症が見られるような状況が

あれば、これは早期に一刻も早い診療と治療が大切であると。後々、これを大分後から受診したり

すると、結構治療までの期間もその分長くなったりとか、そういうところもあったりすると思いま

すので、接種以外の部分でも診療関係等につきましてもお話ができるといいのかなという考えでお

ります。

以上でございます。

〇黒田重利議長 佐藤富代議員。

〇７番 佐藤富代議員 町民の方の行動につなげる取組、非常に難しいところだと思います。でも、

そういった町民の不安に、ぜひ気楽に向かい合っていただける、相談に乗っていただける、そうい

った窓口であってほしいと思います。
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今、医者への相談ということが出ましたけれども、このワクチン接種はどこの病院でも、どこの

医院でも受けることは可能なのでしょうか。ちょっとその辺りの利用できる医療機関、あるいは相

談に応じてくれる医者等、情報がありましたら教えてください。担当課長に伺います。

〇黒田重利議長 久保田健康づくり課長。

〔久保田 裕健康づくり課長登壇〕

〇久保田 裕健康づくり課長 医療機関についてでございますが、帯状疱疹ワクチン予防接種実施予

定医療機関ということでお話しさせていただければと思います。こちらで把握している予定ですが、

館林市邑楽郡医師会管轄である１市５町で60医療機関という予定を聞いております。町内について

は９医療機関の予定でございます。

接種に当たっては予約が必要になりますことや、医療機関によっては１種類のワクチンしか取り

扱っていないという医療機関もございますので、医療機関にお問合せの上、予約、また接種等の種

類を確認していただければと思うところでございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 佐藤富代議員。

〇７番 佐藤富代議員 非常に多くの医療機関で受けてもらえるということは、とても心強いと思い

ます。ただ、今お話をお聞きしますと、問合せをして大丈夫だろうか、あるいは予約等のそういう

行動は、やはり自分がやらなければいけないというところで、なかなかちゅうちょする一歩になっ

てしまうのではないか、もう少しここの医療機関だったら、ここの医院だったら受けていますよ、

また相談にも乗りますよというような情報があったほうが、町民としてはとても心強いというふう

に思っております。

今住民への周知、広報活動、行動を促すという点で幾つかお話しいただきまして、町としても新

たな制度に前向きに、積極的に取り組んでいくのだというような、そういう姿勢をいただきました。

ただ言えることは、どんなにすばらしい制度ができても、それを知らなければ使えない。また、先

ほどから自ら行動するのが非常に難しい、そこに関わるのは難しいというお話もさせていただきま

したけれども、やっぱり人間、心が触発される、心が動かなければ行動は始まらないと言われてい

ます。では、行動につなげるにはどう働きかけるかということで、ぜひ落ちこぼれのない情報提供

と、そして受診したくなる働きかけをお願いしたいと思います。ただ、昔から言われますように、

水飲み場へ馬を連れていくことは、いろんな手段で連れていくことはできる。そこまではできる。

でも、馬にいかに飲ませるか。いかに飲むかという、ここのところはやっぱり馬に飲むという意思

とか、あるいは動機づけ、そういう状況がなければ、飲む飲まない、そういったとても難しい側面

を持っていると思いますし、私たちにできることは、やはりいろんな手段でもって、何とかどうぞ

どうぞと誘導していく、そこまではいろんな方法があると思います。でも、そこでするかしないか、

そういった町民、本人自身の心に響くような、そういったやっぱり働きかけというのはとても大事
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になってくるのかなと思います。

今お話お聞きしまして、月並みなのですけれども、これは50歳以上、高齢者が対象になっている

ということで、意外と子どもとかお孫さんを介して受けたほうがいいのだって、大丈夫なのだって

という、そういった勧める方法等もあると思いますし、また医療機関の医療関係者から帯状疱疹の

現状、受けることでこんなメリットがあるのだというような実話とか、そういったことお話しする

のも効果的かなと思います。

そして、今行政区で地域づくりに、皆さん非常に関心を持って動こうとしています。なかなか難

しいところもありますけれども、今そういった地域で何かをしようという動きが出てきていますの

で、こうした各行政区の集会とか、あるいは高齢者の居場所ですか、そういった辺りを使って出向

いて、そこでいろいろお話をする、そういった機会も意外と動機づけにはなるのではないかなとい

うふうに感じます。私も看護師として説明しました、言いましたということはよく言ってきました。

でも、それは私が言っただけであって、患者さんがどう受け止めてどうしようとしたのか、やっぱ

りそこはとても大切なことだし、そこにどう関わっていくか、どう見ていくかということが、今回

の新しいワクチン接種という制度を入れていただいたときにとても大切なことではないかな、ある

いはいいチャンスではないかな、新しいことを入れるときというのは、やっぱりいろんな方法を変

えるのにいいチャンスだと思います。そういったところで、ぜひ住民の皆さんがワクチン接種をし

てもらえるようになってよかったわ、安心したよというようなことにつながることを期待しており

ます。

これは、私のちょっと体験を振り返りたいと思います。帯状疱疹患者さんとは随分お世話させて

いただきました。先ほど説明にもありましたけれども、帯状疱疹は本当に体力が落ちたとき発病し

てきます。もちろん医学的には免疫力が下がっているということですけれども、そういった点では

やはり健康のバロメーターではないかというふうに私たちも受け止めておりました。今まで長い経

過があると思うのですけれども、帯状疱疹に対する有効な治療法もなく、本当に対症療法というか、

そういった時代を振り返ってみますと、体力が落ちて本当に衰弱している上に頑固な、先ほどもお

話しあった神経の痛み、そういったもので、でもそれには有効な手だてがなくて、本当に苦しんで

いる患者さんをただ見守るしかできなかった。唯一できたのは、神経ブロックという治療法があり

まして、その神経に麻酔薬を入れていく、それによって患者さんの痛みは一時的にほっとします。

でも、また時間がたてば痛みが出てくる、そういった繰り返しであったなということを思い出しま

す。患者さんの苦しみというのを本当に身をもって目の前で体験させていただきました。

そして、その後ウイルスの増殖を抑えるという、いわゆる抗ウイルス薬が登場した時代。でも、

この薬は本当に時間との勝負です。いかに早く使えば使うほど効果が高い。ですけれども、いわゆ

る帯状疱疹の初期症状というのでしょうか、最初の現れは、例えば皮膚の変化が出るであろう局所

の違和感、それから何かかゆみを感じる、そしてちょっと痛みもあるのだけれどもという、そうい
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った初期症状で始まります。この段階で、本当は薬を使えれば一番よかったと思うのですけれども、

非常に皮膚の変化、水疱が出てきて初めて、あっ、帯状疱疹だったのだ、では慌てて治療しましょ

うというような、そんな現状でした。でも、この薬の開発によって随分症状が緩和されました。し

かし、先ほど説明を受けました神経の痛みがずっと持続してとても苦しい、そうした患者さんも多

くありました。

そして、今回の帯状疱疹予防ワクチンが開発されました。ワクチン接種により、発病しても症状

が緩和される、また予防が期待できる。しかし、非常に自己負担のために手が届かない状況でした。

そういったところで、邑楽町もその助成ができるという、これは住民にとって、私にとってもとて

もありがたい、ぜひ私も受診したいな、ワクチンを打ちたいなという思いでおります。随分症状も

軽減しておりますし、よくなってくるはず、軽く発病する方も多くなってきています。でも、やっ

ぱり帯状疱疹に苦しむ患者さんもまだまだ身近にいらっしゃいます。

これは町内のお話ですけれども、運動教室に通う70歳後半の女性、とても見た目お元気です。一

生懸命ウオーキングしたり運動したりという、そういう女性の方ですけれども、目頭から額にかけ

ての違和感、そしてかすかな痛みを感じて、あちこちの医院を受診されました。どの医院に行って

もよく分からないなということで、何だかんだで４、５日が過ぎております。そして、４軒目のお

医者さん、４軒目でようやく皮膚科の医院にたどり着いています。ここでようやく帯状疱疹と診断

して、そして治療を受けることができましたというケースなのですけれども、身近な方なのですけ

れども、帯状疱疹をやりましたよという方は随分身近にいらっしゃると思います。でも、これぐら

いで割に軽く終わったのよという方は最近は多いのではないかと思いますけれども、やっぱりこう

いう方もいらっしゃる。なかなか診断が難しいというようなところで、一般的には帯状疱疹の痛み

に対する神経ブロックとかの治療もやっていましたので、そういう神経ブロックをやっていらっし

ゃる医者とか、あるいは皮膚の水疱という形で出てきますので、皮膚科の先生方のほうがより詳し

いのかなと、経験上はそう思います。この女性の方も、もう２か月もたっているのですけれども、

まだ水疱の瘢痕、傷跡が残っています。そして、やはり痛みが続いている今日ですけれども、この

方もワクチン接種の補助が受けられるのだったら本当に私は受けたかった、今１回発病しましたの

で、今度受けられるようになったらぜひ受けたい。そしてまた、このことを私をはじめ仲間の皆さ

んに、経験談とともにワクチン接種、非常にそういったことで私は絶対勧めるわよと本当に心に響

くような、そういったお話として聞かせていただいています。ちょっと長くなりましたけれども、

こういった帯状疱疹予防接種費用の助成による効果は、疾病予防とか、あと健康寿命の延伸など、

個人の幸せだけではなく医療費の抑制、ひいては持続的な社会保障制度につながる大切なものであ

ると思っております。ぜひ多くの方に普及することを期待したいと思っております。

次の質問に入ります。これは、これからの町の医療行政ということに関してなのですけれども、

疾病の予防、回復には館林市邑楽郡医師会や公立館林厚生病院が大きな役割を担ってきました。し
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かし、町の抱える健康課題、そしてまた町民の思いは十分に反映されていたのでしょうか。医師会

に任せておけば、また厚生病院へ補助金を出せば町民への健康は守られるのでしょうか。医師の役

割も変わってきました。また、公立館林厚生病院の機能も変わってきました。医師会と、そして行

政、そして町民による地域医療の確立が求められる時代に入ってきたと考えております。

質問です。館林市邑楽郡医師会との邑楽町の行政の連携状況について、担当課長にお伺いいたし

ます。

〇黒田重利議長 久保田健康づくり課長。

〔久保田 裕健康づくり課長登壇〕

〇久保田 裕健康づくり課長 館林市邑楽郡医師会との連携というところでございますが、予防接種

とか健診、医師会協力の下、町としても実施しているところでございます。疾病予防や疾病の早期

発見、早期治療へ推進しているところでございます。

行政は、館林市、邑楽郡の１市５町で館林市邑楽郡自治研修部会保健福祉部会というものを組織

しております。予防接種や健診等、新たな対応等があれば協議を行い、館林市邑楽郡医師会への協

力依頼や助言、指導をいただき、質の向上を図っているところでもございます。また、健康づくり

課での話にはなりますが、健康づくり推進協議会を設置しておりまして、学識経験者としまして当

町の医師会代表、歯科医師会代表、薬剤師会代表の各先生が委員になりまして、そして各種団体の

代表者や公募による町民代表が委員となって組織されて、協議されているところでございます。

健康づくり課以外でも、各種協議会等が設置されておりまして、その中で当町の医師会代表の先

生や町民の方が委員となり協議をいただく協議会もあります。直接的や間接的に医師会との関わり

を持ち、業務を推進しているところでございます。特に地域包括ケア業務などにつきましては、医

師の先生をはじめ、各種専門職の方々と関わりながら、連携しながら業務を推進しているところで

ございます。

以上でございます。

〇黒田重利議長 佐藤富代議員。

〇７番 佐藤富代議員 医師会との関わりについて現状を報告していただきました。今回地域包括ケ

アシステム、いわゆる介護保険の導入、そしてまたコロナの感染等によって、随分町と医師会、医

者との距離というのは縮まった部分もあるのではないかなというふうには感じております。町とし

ましても各種の協議会等を立ち上げまして、協議会の席で、町民の代表と共に医師会の代表医師が

参加して、町の方向性を決定しているということが分かりました。

ここで、町長にお伺いいたします。この様々な協議会、もちろん医師も参加してやっているとい

うことですけれども、この協議会は本当に町のために、そして町民のために機能しているのでしょ

うか。町長として、その辺りをどう評価していらっしゃるかお聞かせください。お願いします。

〇黒田重利議長 金子町長。
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〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 医師会、歯科医師会、それから薬剤師会等々あるわけですけれども、そういった方

々に、例えば町の国民健康保険の運営協議会ですとか高齢者の保健福祉計画の策定ですとか、そう

いった町民の健康づくり、健康に関わる協議会については、それぞれ代表の方々に委員として出席

をいただいて、それぞれの立場での意見を出していただく、そして町のほうでは健康づくり課を中

心にして仕事を進めていくということになっておりますので、そういった各医師会、薬剤師会、歯

科医師会等々のいわゆる医療関係の皆さんとは、十分町民の皆さんの意見も反映されているわけで

もありますので、私は果たされているだろうというふうに思っておりますし、その事務局として健

康づくり課、あるいは福祉介護課等々あるわけですので、そういった面で密な意見交換、それを基

にして健康づくりに努めていくということになっておりますので、十分とは言えないかもしれませ

んが、しかし、それぞれの機関については、その効果というのは果たされているのではないかなと、

こんなふうに思っております。

〇黒田重利議長 佐藤富代議員。

〇７番 佐藤富代議員 ありがとうございます。町長としては、医師会、医師関係に入っていただい

ているので、いろんな方に意見いただける、健康づくりのそういった作成につながっているという

ふうに受け止めました。でも、実際にはやっぱり充て職としての参加、あるいは形だけの協議会で

はないかと感じているのは私だけでしょうか。

医師と行政職、町民の間には、避けて通れない権威勾配という現象があると思います。これはご

存じの方も多いと思いますけれども、なかなか物申せない、十分意見が言えない、言いたいのだけ

れども、ここまで言えないというようなことで、なかなか活発な意見交換には、あるいは風通しの

よい組織づくりということでは非常に弊害が起き、そういった一つの問題があります。特に医者と

いうのは、そういったところですごく近寄りがたい、そういった辺りもとてもあるように思います。

私も病院での長い看護管理やってまいりましたけれども、なかなか医者と同じ土俵の上で同じよう

に協議していくというのは、非常に問題点が多かったな、なかなかもう一歩踏み出せないというの

を思い出します。ただ、その中で一つ私自身の経験として言えることは、やっぱり患者さんの発言、

患者さんがこうだよ、患者さんにこうしたいのですというような、そういった発言にとても勇気を

もらったという思いがあります。ぜひ今町長の評価にもありましたように、そうした協議会で十分

協議していただいて、本当に今の現状にマッチした、そういった健康づくり計画というようなこと

を進めていただきたいというふうに思います。

次の質問に移らせていただきます。地域医療体制の構築、町民が安心して暮らせる邑楽町を目指

すには、やはり地域医療機関との関係を深め、医療関係者との十分な協議が必須であると考えてお

ります。６月議会において、町内に12か所の医療機関があるので、そういったところと連携して在

宅療養支援体制を整えるという町長からの答弁もありました。そうしたところに町としての問題意
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識はあまりないのかな、順調に行っているのかなというふうに受け止めました。しかし、現実は非

常に多くの問題を抱えていると考えております。この地域医療機関と町の連携強化について、もう

一度町長の考え、リーダーシップ、そうしたことをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。

〇黒田重利議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 先ほどいろんな協議会のことについて、十分その機能が果たされていないのではな

いかというようなご意見がありましたが、そういう話になりますと、それぞれの機関の代表の方に

来ていただいておりますので、そういったところまで足を踏み入れて、このようなご意見がありま

したよということを申し上げる必要が出てくるのかなと思いますけれども、しかし、現時点ではそ

ういった皆さん方の協議を、話合いをした中で、結果が出て今日に至っていますので、私自身は十

分それぞれの協議会の中では、ご意見を出し合う中でそういったものをつくり上げているのではな

いかというふうに思っております。これは前のご質問に対してですが。

それから、ただいまのご質問ですけれども、例えば医師会ということで挙げれば、邑楽町にも医

師として開設をされているお医者さんは大変あるわけですけれども、そういう中で、やはり合議制

の中で話合いをして、代表という形に出てくるわけですから、そういった館林厚生病院ですとか他

の医療機関との連携というのは、私は十分その中での機能というのは果たされているのではないか

というふうに思っているのです。それを町のほうとしてどう関わっていくかということになると、

やはり問題が発生した場合については、その問題についてどういう指導といいますか、体制づくり

が必要かということについては、十分今健康づくり課のほうでも保健師を通して進めていると思っ

ておりますので、具体的な事例がこういうことだということがあれば、そういったことを一つの踏

み台にして改善を図っていくということはできるかと思いますけれども、ちょっとすみません、質

問の内容が十分読み取れなくて十分な回答になっていないと思いますけれども、町としては積極的

にそういう問題については取り組んでいくということはやぶさかではありませんので、今後の担当

のほうにも十分その辺の意見として課長は聞いていると思いますので、対応ができるものについて

はしていきたいと、こんなふうに思います。

〇黒田重利議長 佐藤富代議員。

〇７番 佐藤富代議員 ありがとうございます。私も十分言葉が通じなかったのだと思いますので、

またその辺りも反省し、さらに進めさせていただきます。

でも、大切なことは、町が抱えているそういう問題をきちんと解決していく、そのためには行政

職員の皆さんがやっぱりリーダーシップを執って、こういうことを解決していきたいのだというよ

うなそういった姿勢、話合いが必要ではないかと私は思っています。ただ、これも私の経験上たま

たまそうだったのかもしれませんけれども、やはりいろんな市町村担当の方も、いや、医療のこと
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は私たちよく分からないのでと一歩引いてしまう、そういった方が多かったというふうに思います。

でも、それではやはり町の抱えている問題、また住民の健康問題、そういったものについては、も

っともっと町のそういった意味の行政のリーダーシップということが、私は大切になってくると思

います。でないと、なかなか医者と住民は、もちろん個人と個人の関係ではあるのですけれども、

その中でやっぱり問題解決していくには、個人対個人は非常に難しいところがあると思います。で

すから、そういったものを町としてもきっちり吸い上げて、町としてこういった問題に対してこう

していきたい、それにはどうなのだろうというような協議の場をぜひ持っていけたら、本当の意味

の住民の安心できる町になるのではないかなというふうに考えております。

少子高齢化がますます進んでいます。深刻化する中で、高齢者やその家族の抱える問題、在宅療

養を支える訪問看護師や訪問ヘルパーは確保できるのか、特に在宅療養、支援療養所は確保できる

のか、今まで邑楽町にも非常に熱心な先生もいてくださいました。頑張って地域医療、訪問診療を

やっていただいておりましたけれども、やはりそういった先生方も今本当に高齢化していると思い

ます。その後を継いでいる先生方が、どれだけそういうところに関心を持ってやろうとしていらっ

しゃるのか、これは直接話さないと何とも言えないところですけれども、ちょっとその辺りの疑問

を感じますし、昔は赤ひげ先生とか、あるいは俺に任せておけば悪いようにはしないよ、大丈夫だ

よという信頼関係の中で医療がなされていたと思います。住民も、それを安心してお任せしていた

と思うのです。でも、今医療の提供が変わってきています。医者も、非常に自分の持ち場が細分化

して、専門化しています。総合医がいなくて、なかなか地域医療は困るわというのが現状だと思い

ます。そうした中で、総合医を今養成しようということで、医師の教育も変わってきている部分も

あると思うのですけれども、そうしたことで、ぜひこれからの、今は大丈夫かもしれない。でも、

この10年後、邑楽町のそういった状況がどうなるのだろうか、それをきちんと見据えて、今手を打

っておかなければ遅いのではないかなという、そんな気もしております。

また、今まで医師会に対しては、そんな経済的な支援もなかったかと思うのですけれども、これ

から在宅医療を支えるよう訪問診療を行っていく、そういった医者へはやはり町からの経済的な支

援等も必要になってきている時代なのかなとも感じております。町がリーダーシップを執って、医

療機関と町民による協議、問題解決が邑楽町の実情を踏まえた、それこそ今やろうとする地域包括

ケアシステムの構築だと思っております。ぜひいい運用を期待しております。

終わりに、帯状疱疹ワクチンの費用助成、普及への啓蒙活動が町民の心を触発し、多くの町民の

受診行動につながることと思います。人間対人間の信頼関係こそが、その結果を左右すると考えて

おります。ぜひ行政の積極的な働きかけを要望して、今日の一般質問を終了させていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

◎散会の宣告
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〇黒田重利議長 以上で本日の日程は終了しました。

お諮りします。本日の会議は以上にとどめ、これで散会したいと思います。これにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇黒田重利議長 異議なしと認めます。

よって、本日はこれで散会することに決定しました。

なお、明日７日は午前10時より会議を開き、本日に引き続き一般質問を行います。

本日はこれにて散会いたします。

お疲れさまでした。

〔午後 ４時１６分 散会〕


